
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎中 学 校 等 卒 業 者  求人受理         6月 １日から 

推薦選考開始       １月 1日以降 

 

◎高等学校等卒業者  求人受理（確認）      6月 １日から 

求人公開及び学校への送付 7月 1日以降 

学校からの推薦開始    9月 5日から 

選考開始         9月１６日以降 

  

◎大学・短大・高専  求人票等の提出      ２月 １日から 

企業広報活動       3月 1日以降 

求人公開         4月 1日以降 

企業選考活動       ６月 1日以降 

（採用内定開始      １０月 1日から） 

 

◎専 修 学 校 卒 業 者  専門課程は大学等卒業者に準じ、高等課程は 

高等学等校卒業者に準ずる。 

令和８（2026）年度 

三重労働局・公共職業安定所（ハローワーク） 



は じ め に 

 

 

 

 日頃より職業安定行政の運営につきましては、格別のご理解とご協力を

賜り、厚くお礼申し上げます。  

さて、新規学校卒業者等の採用は、求人者にとって極めて重要なことで

あると同時に初めて職業人となる本人や家族にとって最も重要な事柄です。  

また、社会の活力の維持・向上を図るためにも、新規学校卒業者をはじ

め若年者が仕事を得て十分にその能力や個性を発揮し、将来の産業や社会

の担い手として活躍することが求められます。 

求人者のみなさまにおかれましては、新規学校卒業者が明るい希望を持

って、よき職業人として出発できるよう適正な採用計画を樹立して頂き、

応募の機会均等を確保していただくとともに、国籍、性別、障害の有無、

定時・通信制課程の生徒であるといったことを理由に就職の機会が失われ

ることのないよう、本人の適性と能力に基づいた公正で公平な選考を実施

されるよう格別のご配慮をお願いいたします。 

 

 令和８年４月 

                 

 

 

 

三重労働局職業安定部長 

                             山口 大樹 
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Ⅰ 採用計画の樹立について 

新規学校卒業者の就職は、学校生活から新たに職業生活に入る人生の大きな転機となるものであ

り、それが適切に行われるかどうかによって、学生・生徒の将来を左右することにもなるものです。

無秩序な求人活動は健全な学校教育の妨げとなるばかりでなく、学生・生徒の適正な職業選択を阻

害する要因ともなります。  

新規学校卒業者の採用を予定される企業の皆様におかれましては、4ページにある「新規学校卒業

者の採用に関する指針」を一読していただき、次のような規制と禁止事項に特にご配慮され、公正

な求人活動を維持するとともに、採用内定取消しや入職時期の繰下げ（入社日の延期や自宅待機）

といった重大な問題が生じることのないようお願いいたします。 

 

１ 求人の申込みについて 

（１）求人は人事権(採用権)のある事業所単位で管轄のハローワークへ申し込んでください。  

また、人事・採用・労務担当責任者など求人内容を説明できる方が求人を申し込むようにし

てください。  

（２）採用計画は、中学校○名、高校○名、大学○名といったように具体的な採用計画を立ててく

ださい。高校生を多く採用したから中学生の求人を取消す、また、中途採用をしたため学卒求

人を取消す、といったことのないよう、求人申込書の「求人数」欄には、適正な採用計画に基

づいた求人数を記載してください。  

（３）求人内容は、現行の諸条件を記入してください。ただし、労働協約や就業規則等により改定

することが明らかな場合は、改定後の条件を記入してください。 

 

２ 採用内定の取消し、入職時期の繰下げについて 

事業主の一方的な都合による採用内定取消しは、対象となった学生・生徒及びその保護者に計り

知れないほどの打撃と失望を与えるとともに、社会全体にも大きな不安を与えるものであり、決し

てあってはならない重大な問題です。事業主は、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努

力を行い、あらゆる手段を講じていただくようお願いします。 

また、入職時期繰下げ（入社日の延期や自宅待機）についても、学生・生徒及びその保護者の当該

企業に対する信頼を損ない、入職後の職業生活にも影響を与えかねない問題です。 

したがって、当初の採用計画を的確に役立てていただくことはもとより、やむを得ず新規学校卒

業者の募集の中止、募集人員の削減、採用内定の取消し、入職時期繰り下げを行おうとする場合は、

あらかじめハローワーク及び学校に対して通知することが必要となります。 

（職業安定法施行規則第３５条の２）



（１）新規学校卒業者について、募集を中止し、又は募集人員の削減を行う時  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新規学校卒業者の卒業後、当該新規学校卒業者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、

又は通知した後、当該新規学校卒業者が就業を開始することを予定する日までの間（内

定期間）に、これを取消しする時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）新規学校卒業者について、自宅待機、入社日の延期等を行おうとする時  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 新規学卒求人の労働条件変更について 

当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示し、すでに採用

選考を行っている場合は可能な限り速やかに知らせ、採用内定者の合意を得る必要が

あります。学校卒業見込者等については、特に配慮が必要であるため、当初明示した

条件を変更し、削除し、又は当初明示した条件に含まれない従事すべき業務の内容等

を追加することは不適切であるとされています。  

採用内定の際に定められていた労働条件と大きく異なるなど採用内定者が同意しが

たい労働条件の変更を提示された結果、やむを得ず内定を辞退するような事例は、採

用内定取消しとして取り扱うべき事案である可能性があります。求人票を前提として

生徒への就職指導等を始めるため、紹介前であったとしても、ハローワークに申し込

んだ求人の労働条件を変更しないようお願いいたします。  

なお、やむを得ない事情により高卒求人の労働条件を変更する場合は、ハローワー

クに届出をし、確認を受けて下さい。また、指定校求人など、事業所から学校に求人

票を提出している場合は、変更日のハローワークの受理印が押された求人票（写）を

学校に再提出して下さい。  

また、本人の意思に反して内定辞退を強要するなどの不適切な事例は、採用内定取

消しとして取り扱うべき事案である可能性があります。



新規学校卒業者の採用に関する指針 

 厚生労働省 

はじめに  

この指針は、新規学校卒業者の採用に関する秩序を確立し、その円滑な就職を促進することを目的として、新規学校卒業者

を採用しようとする事業主に考慮していただく事項を取りまとめたものです。  

企業の皆様におかれましては、新規学校卒業者の採用について、この指針を参考に、適正な募集・採用を行っていただくよ

うお願いいたします。  

  

１ 適正な募集・採用計画の立案  

(1) 事業主は、募集・採用計画の立案に当たっては、毎年の募集・採用数の大幅な変動ができるだけ生じないよう、入職後の人材育成等雇

用管理面にも配慮しつつ、中長期的な人事計画等に基づいて、必要な人材を真に必要なだけ採用する方針を確立するよう努めるものとする。  

(2) 事業主は、当該年度の具体的な募集・採用計画の立案に当たり、中長期的な人事計画等の下、企業の人員構成、職場における要員の過

不足の状態等を十分見極めた上で、募集・採用計画数を決定するよう努めるものとする。  

(3) 事業主は、募集・採用計画数の決定に当たり、「若干名」、「○○人以内」等不明確な表現、実際の採用計画数を超えた人数による募集

等は避け、採用人数を明確にするよう努めるものとする。  

  

２ 募集・採用活動  

(1) 事業主は、募集・採用活動を実施するに当たり、多くの学生・生徒に募集・採用の周知を図り、広く応募の機会が確保されるよう配慮

するとともに、職務内容、労働条件等求人内容の情報を正確に学生・生徒に提供するよう努めるものとする。  

(2) 事業主は、採用選考を行うに当たっては、学生・生徒の適性、能力に基づき適正に実施するよう努めるものとする。  

(3) 事業主は、募集・採用活動を実施するに当たっては、学生・生徒の就職活動の無秩序化による重複内定が誘発されないためにも、定め

られた採用選考開始の期日を遵守する等秩序を保つよう努めるものとする。  

(4) 事業主は、募集の中止又は募集人員の削減を行おうとする場合には、公共職業安定所へあらかじめ通知するものとする。  

ただし、大学、短大、高等専門学校、専修学校、公共職業能力開発施設及び職業能力開発大学校を新たに卒業しようとする者に係る募集

人員の削減に係る通知は、これらの募集人員の合計を、当初の募集人員の合計より３０人以上かつ３割以上減じようとする場合に限るもの

とする。  

  

３ 採用内定  

(1) 事業主は、採否の結果を学生・生徒に対して明確に伝えるものとする。  

(2) 事業主は、採用内定を行う場合には、確実な採用の見通しに基づいて行うものとし、採用内定者に対しては、文書により、採用の時期、

採用条件及び採用内定期間中の権利義務関係を明確にする観点から取消し事由等を明示するものとする。  

(3) 採用内定は、法的にも、一般には、当該企業の例年の入社時期を就労の始期とする労働契約が成立したと認められる場合が多いことに

ついて、事業主は十分に留意するものとする。  

  

４ 採用内定取消し等の防止  

(1) 事業主は、採用内定を取り消さないものとする。  

(2) 事業主は、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるものとする。  

なお、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ

ない採用内定取消しは無効とされることについて、事業主は十分に留意するものとする。  

(3) 事業主は、やむを得ない事情により、どうしても採用内定取消し又は入職時期繰下げを検討しなければならない場合には、あらかじめ

公共職業安定所に通知するとともに、公共職業安定所の指導を尊重するものとする。この場合、解雇予告について定めた労働基準法第２０

条及び休業手当について定めた同法第２６条等関係法令に抵触することのないよう十分留意するものとする。  

なお、事業主は、採用内定取消しの対象となった学生・生徒の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、採用内定取消し又は

入職時期繰下げを受けた学生・生徒から補償等の要求には誠意を持って対応するものとする 



Ⅱ 公正な採用選考の実施について 

（ 公正採用選考特設サイト https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/index.html） 

 

厚生労働省では、就職の機会均等を確保するために、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考を実施

するよう事業主の皆様方に御協力と御努力をお願いしています。事業主の皆様方におかれましては、公正な

採用選考の考え方について御理解いただき、差別のない公正な採用選考の実施に向けて積極的な取組みをお

願いします。 

１ 公正な採用選考の基本的な考え方 

（１）応募者の基本的人権を尊重する。 

（２）応募者の適正・能力に基づいた基準により行う。  

（３）応募者に広く門戸を開く  

（４）適性・能力に関係のない事項は把握しない。 

 

採用選考のチェックポイント 

採用選考のための社内体制の確立 

●『公正な採用選考』のための社内体制は、責任の所在の明確化、マニュアルやガイドラインなどによる

全担当者への周知徹底、採用選考の方法や基準などに関する点検や修正の仕組みなどに配慮して整備し

てください。 

適正・能力に基づいた「採用基準」の明確化 

●あらかじめ、適性・能力に基づいた「採用基準」を明確化してください。  

※同和関係者、難病のある方、LGBT 等の性的マイノリティの方など特定の人を排除しないことが必要で

す。  

●適性・能力を客観的に評価する公平な選考方法をお願いします。 

適正な応募用紙の使用 

●応募用紙については、適性・能力に基づいた基準による採用選考を行うためのものとして、次のように

定められていたり、推奨しております。  

① 新規中学校等卒業予定者  

新規中学校等卒業予定者については、全国的に定められた「職業相談票（乙）」を使用してください。  

② 新規高等学校等卒業予定者  

新規高等学校等卒業予定者については、厚生労働省、文部科学省及び全国高等学校長協会が協議して

定めた「全国高等学校統一用紙」を使用してください。  

③ 新規大学等卒業予定者  

専修学校、高等専門学校、短期大学、大学の新規卒業予定者については、統一的な応募様式は定めら

れていませんが、厚生労働省では、就職差別につながるおそれのある事項を除いた「新規大学等卒業予

定者用標準的事項の参考例」を示していますので、これに基づいた応募社用紙（履歴書、自己紹介書）、

または、「厚生労働省履歴書様式例」を推奨しています。 

適切な学力試験・作文 

●学力試験・作文を行う場合、応募者が、求人職種の職務遂行上必要な適性・能力（知識）をもっている

かどうかを判断するための方法としてください。 



適切な面接 

●面接における質問事項はあらかじめ決めておき、その内容は「職務遂行のために必要な適性・能力」を評

価するために必要な事項としてください。  

●面接の中で、家族のことを尋ねる事案が大変多く見られます。就職差別につながるおそれのある事項を尋

ねることがないよう、公正採用選考の基本的な考え方を十分理解しておくことが必要です。  

●複数の面接担当者で面接する場合は、全員で公正採用選考の考え方に基づいた対応ができるよう、改めて

確認・徹底し、意思統一を図ってください。  

●面接における応募者に対する評価は、あらかじめ評価基準を決めておき、客観的かつ公平に行ってくださ

い。  

採用選考時の健康診断  

●労働安全衛生規則第 43 号にある「雇用時の健康診断」の規定は、労働者を雇い入れた時の適正配置、入

職後の健康管理に役立てるために実施するものであり、採用選考時に実施することを義務づけたものでは

なく、応募者の採否を決定するものではありません。 

採否の決定（内定）  

●採否の決定は、本人が求人職種の職務を遂行するために必要となる適性・能力を有しているかどうかとい

う観点で、あらかじめ定められた基準にしたがって総合的に評価してください。  

①誓約書は入社するまで提出を求めないでください。  

②就職（入社）承諾書は原則として提出させないでください。提出させる場合は、P38 の内容・様式として

ください。  

③採用内定した生徒の個人情報の取得（メールアドレス等）や卒業日までの課題（入社手続きに必要のない

もの）の提出は差し控えてください。  

④採用内定した生徒に社用紙の記入を求める場合は、参考のために当該学校へも同様の用紙を送付してくだ

さい。 

採否の決定（内定）後の個人情報の把握  

●個人情報については採用決定（内定）後においても、雇用管理上の合理的な必要性が認められる範囲を

超えて把握・収集・保管等を行わないようにしてください。  

※従来からの慣例等により個人情報に係る各種書類を画一的に提出していないか、点検をお願いします。  

※採用の決定（内定）した中学生・高校生に直接連絡を取らず、必要な連絡事項は学校を通じて行うよう

お願いします。 

２ 採用選考時に配慮すべき事項（就職差別につながるおそれのある１４事項） 

（１）本人に責任のない事項の把握 

① 本籍・出生地に関すること（※１） 

② 家族に関すること 

③ 住宅状況によること 

④ 生活環境・家庭環境に関すること 

 

（２）本来自由であるべき事項の把握 

⑤ 宗教に関すること  

⑥ 支持政党に関すること  



⑦ 人生観・生活信条に関すること  

⑧ 尊敬する人物に関すること  

⑨ 思想に関すること  

⑩ 労働組合、学生運動などの社会運動に関すること  

⑪ 購読新聞・雑誌・愛読書に関すること 

 

（３）採用選考の方法 

⑫ 身元調査等の実施（※２） 

⑬ 本人の適性・能力に関係のない事項を含んだ応募書類の使用 

⑭ 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施  

（※1）「戸籍謄（抄）本」や本籍が記載された「住民票（写し）」を提出させることはこれに該当します。  

（※2）「現住所の略図等」は、生活環境などを把握したり、身元調査につながる可能性があります。 

３ 公正採用選考人権啓発推進員制度 

ハローワークでは、雇用主に同和問題などの人権問題について正しい理解と認識のもとに、公正な採用選

考システムを確立していただくため、一定の要件に該当する事業所に「公正採用選考人権啓発推進員」の選

任をお願いし、推進員に対する計画的・継続的な啓発・研修等を行っています。 

 推進員を新たに選任したり選任替えをした場合などには、ハローワークへの届出をお願いします。 

 

（１）推進員選任対象事業所 

① 常時使用する従業員の数が３０人以上の事業所 

② 職業紹介事業、労働者派遣事業を行う事業所 

③ ①、②のほか、事業所を管轄するハローワークの所長が、推進員を選任することが適当であると認

める事業所  

 

（２）推進員の選任基準 

推進員は、公正な採用選考システムの確立を図るうえで、中心的な役割を果たしていただくことを期

待するものであるため、人事担当責任者など、採用選考に関する事項又は職業紹介事業に関する事項に

ついて相当の権限を有する方の中から１事業所につき１名の選任をお願いしています。  

 

（３）推進員の役割 

推進員は、すべての人々の就職の機会均等を確保する観点に立って、各種研修会等に積極的に参加す

るなど自己啓発に努め、次の事項について中心的な役割を果たしていただきます。  

①公正な採用選考システムの確立を図ること  

②職業安定行政機関との連携に関すること  

③その他、当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進に関すること 

 

● 「公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告書」 

労働局ホームページから様式をダウンロードして、 

事業所を管轄するハローワークに届出をお願いします。 



     

 

 

令和９年３月新規中学校・高等学校等卒業者の就職に関する申し合わせ  

 

  令和９年３月新規中学校・高等学校等卒業者の就職のための推薦及び選考開始の期日

等遵守のための業務取扱いについては、令和８年２月２５日付け７文科初第２２７９号、

職発０２２５第１５号、開発０２２５第２６号による文部科学省初等中等教育局長、厚生

労働省職業安定局長、厚生労働省人材開発統括官の連名通達に基づき、学校教育を充実し、

就職希望者の適正かつ主体的な職業選択を確保するとともに、求人秩序の確立を図り、併

せて適正な推薦・選考が行われるよう、次のとおり申し合わせる。  

 

１ 推薦及び選考の開始期日について  

（１）新規中学校等卒業者の事業所における採用のための選考開始の期日は、令和９年１

月１日以降とするものとする。  

（２）新規高等学校等卒業者の事業所における採用のための選考開始の期日は、令和８年

９月１６日以降とするものとする。  

（３）上記（２）のための推薦開始の期日については、高等学校からの推薦文書の求人者

への到達が令和８年９月５日以降となるようにするものとする。  

２ 求人申し込みの手続き等について  

（１）新規中学校等卒業者においては、事業所は令和８年６月１日以降に中卒用求人票を

公共職業安定所（以下「安定所」という。）へ提出するものとする。  

（２）新規高等学校等卒業者においては、事業所は令和８年６月１日以降に高卒用求人票

を安定所へ提出し、選考期日、求人内容等について適正であることの安定所の確認（確

認印の押印）を受け、安定所から令和８年７月１日以降に返戻された当該求人票写に

より学校に求人申込みを行うものとする。  

（３）上記（２）について、安定所の確認印のない求人票により求人申込みを行った事業

所には、高等学校等は生徒の推薦を行わず、確認印のある求人票の提出を求め、その

提出を待って推薦を行うものとする。  

３ 求人者の求人活動のための学校訪問について  

（１）中学校等においては、安定所への求人申込みを行った日以降に、学校の事前の了解

の下、行うことができるものとする。  

（２）高等学校等においては、原則として安定所の求人の受付において確認を受けた求人

票により、学校に求人申込みを行った日以降に行うこととするが、学校の事前の了解

の下に安定所に求人申込みを行った日以降についても行うことができるものとする。  

ただし、令和８年８月末日前１週間は学校訪問を差し控えるものとする。  

４ 推薦のための応募書類について  

（１）高等学校等から求人事業所への応募者の推薦に当たっては、統一された様式の応募

書類（その１：履歴書、その２：調査書）を使用する。  

（２）特別支援学校の卒業者については、履修している教育課程の内容や障害の状態等に

応じ、様式通りに応募書類を作成できない場合も想定されることから、統一された様

式を参考としつつ、応募書類を作成することも可能とする。  

５ 採用決定（内定）について  

採用決定（内定）については、選考後遅くとも１週間以内に通知するものとする。  

６ 新規高等学校等卒業者を対象とする文書募集について  

  文書募集の開始時期は卒業年の前年の７月１日以降とするものとする。  



 

 

 

  なお、文書募集を行う場合は次の条件によることとする。  

（１）安定所において確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記載内容と異なるも

のではないこととする。  

（２）広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の受付番号を掲載す

るものとする。  

（３）応募の受付は学校又は安定所を通じて行うものとする。  

   また、求人者が文書募集による応募者を受け付ける場合であっても、推薦開始期日、

採用選考期日については上記１の（２）、（３）、及び５の取扱いと同様とする。  

７ 新規高等学校等卒業者を対象とする複数応募・推薦について  

   選考開始日から１０月３１日までは一人一社のみの応募・推薦制とし、１１月１日

以降については、１人につき２社までの応募・推薦を可能とする。  

  なお、対象となる者は、１０月３１日までに採用が内定していない生徒とする。  

   ただし、１０月３１日までに採用試験を受け、採否結果がまだ出ていない生徒は対

象外とする。  

８ 上記１から７についての関係者への周知について  

（１）経営者団体において、傘下の企業に選考開始の期日、求人申込み手続きの厳守及び

統一応募書類での選考について周知徹底を図るよう要請する。  

（２）三重県立学校長会、三重県私学協会において早期推薦を行わない旨及び統一応募書

類の使用についての申し合わせを行い、その趣旨の徹底を図るものとする。  

（３）安定所は高等学校との連絡会議を開催し、推薦及び選考開始期日の遵守について申

し合わせを行うとともに、求人事業所を対象とした雇用主説明会等を開催し、その趣

旨の徹底を図るものとする。  

（４）早期選考又は早期推薦を行おうとする事業所又は学校に対して、安定所又は教育委

員会もしくは私学主管部局は、是正指導を行うものとする。  

９ 入社の時期について  

（１）新規中学校等卒業者は令和９年４月１日以降とする。  

（２）新規高等学校等卒業者については卒業式終了後となっているが、できる限り令和９

年３月 10 日以降とするものとする。  

なお、事故未然防止のため、上記の日までは、アルバイト・実習・講習のいかんを

問わず使用できないものとする。  

10 その他  

  上記の他については、令和８年２月２５日付け７文科初第２２７９号、職発０２２５

第１５号、開発０２２５第２６号による文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省職業

安定局長、厚生労働省人材開発統括官の連名通達の趣旨に基づき取り扱うものとする。  

 

令和８年３月１３日  

 

三重県新規学校卒業者就職問題検討会議  

三重県教育委員会  

三重労働局  

  



 

 

 

 

令和８年度求人活動のための学校訪問の取扱い  

     

事業主用  

 

 中学校等  高等学校等  

訪 問 時 期  令和８年６月１日（求人申込み）

以降とする。  

原則として、安定所の求人の受

付けにおいて確認を受けた求人票

により学校に求人申込みを行った

日以降に行うこととするが、学校

の事前の了解の下に、安定所に求

人申込みを行った日以降について

も行うことができるものとする。  

訪問を認める

求人者の範囲  

求人者又はその委託を受けた者

が行う求人活動としての学校訪問

は、職業指導上必要と認められる次

の場合において、安定所への求人申

込み後、学校の事前の了解の下に行

うよう求人者を指導するものとす

る。 

 

（イ）職務の内容等求人内容につい

て求人票記載事項の補足説明

を行う場合。  

（ロ）採用、雇用管理の方針等につ

いて説明を行う場合。  

 

 

訪問時間等は特に制限はない

が、事前に訪問希望校へ連絡のう

え訪問するものとする。  

 その他、中学校における指導と

同じ。  

訪問時間及び

手続き  

訪問時間等は、事前に訪問希望校へ

連絡のうえ、訪問する。  

 

備   考   令和８年８月末日前１週間は、

学校における推薦事務及び応募書

類作成期間とするため、学校訪問

を差し控えるものとする。  

 



Ⅲ　学卒求人の申込みから採用選考まで

中　　学 高　　校
大　学　等
大学・短大
高専・専修等

２月1日から

中卒用求人票
（12ページ参照）

求人申込書【高卒】
（18ページ参照）

求人申込書【大卒等】
（41ページ参照）

正本で　1部 正本で　1部 正本で　1部

青少年雇用
情報シート

１部（16ページ）

推薦依頼高校一覧 1部（30ページ）

6月1日以降 7月1日以降 受理後

　安定所から
　7月1日以降送付

　事業所から
　7月１日以降送付
　（推薦依頼校）

事業所から学校へ送付
　学生への提示は
　４月1日以降

　事業所から
　7月1日以降送付

　事業所から
　7月1日以降
　求人票と一緒に送付

事業所から送付

1月１日以降 9月5日以降

1月1日以降 9月16日以降

「採否結果通知書」に
より管轄安定所及び紹
介安定所へ報告

40ページの「新規高
等学校卒業者の採用
（内定）状況」により
管轄安定所へ報告

項　　目

求人申込の開始は 6月１日から

申込み場所 事業所を管轄する安定所　※１（裏表紙・ハローワーク一覧参照）

求人申込書
又は

求人票（職種別）

安定所に求人申込を行った日以降 求人申込のための
訪問は卒業年次となる
４月1日以降

学校訪問する場合は、必ず学校の事前の了解の下に訪
問して下さい。（10ページ参照）

求人公開　４月1日か
ら企業選考活動（面接
等）6月1日以降（採
用内定開始10月1日）
※２

求人要項の送付
＜作成事業所のみ＞

提
出
す
る
も
の

※安定所へ初めて求人を提出される事業所は
「事業所登録シート」を提出して下さい。

。

求人票の返戻

他地域への受付済求人
票（写）の送付

※１.申込み安定所…雇用保険の手続を行う事業所、又は営業所等にあっては、
　　　　　　　　　学卒者の採用選考に伴う決定権者が在籍している事業所の管轄安定所。
※２大学等の選考開始….タイプ３のインターンシップの専門活用型（２週間以上）を実施した
学生については、４月１日以降選考活動に実施が可能。

学校訪問

推薦開始

選考開始

採用内定報告



Ⅳ 中学校等卒業予定者の求人の取扱い

１ 中学校等卒業予定者に対する求人活動のルール

選考日
○推薦開始日１月１日以降
○選考開始日１月１日以降

学校訪問の規制

　求人活動のための学校訪問は、職業指導上必要な場合のみ認められ
ます。
　事前に学校の了解を得たうえで行うことができます。
なお、実施の時期は学校に求人申込みを行った日以降となります。

文書募集の規制
　新規中学校卒業等予定者を対象とする文書募集は行うことができま
せん。

縁故募集について
　縁故募集は雇用条件等の十分な情報が得られず、就職後、トラブル
が生じる原因になりがちであるため、できるだけ公共職業安定所へ求
人申込みをしていただくようお願いします。

利益供与の禁止
 求人者又は求人者から委託を受けた者が新規学校卒業者、その保護
者又は、その関係者に対し金品又は利益の供与を行うなどの求人活動
は禁止されています。

就業開始日

　就業開始日（実習、研修等を含む）時期は、労働基準法第５６条に
より４月１日以降となっています。
（労働基準法第５６条）
　使用者は、児童が満１５歳に達した日以後の最初の３月３１日が終
了するまで、これをしようしてはならない。

求人要項

各事業所で作成される求人要項は、公共職業安定所に申し込まれた求
人票の内容の中で不足しているところを補完し、事業内容・仕事内容
等について就職希望者の理解を深めるために、公共職業安定所の確認
印のある求人票の写しとともに学校へ送付してよいこととなっていま
す。
ただし、求人票の記載事項と矛盾するものでなく、誇大な表現等就職
希望者の適正な職業選択を阻害するおそれのないものでなければなり
ません。
〔求人要項記載内容の参考例〕
・事業所の概要について、文章・写真・図表による説明。
内容としては、沿革、生産品目、工場施設・機械設備の概要、取引先
の状況、就業場所の全景、新入社員研修の内容、仕事の流れ、従業員
数、売上高の推移等。
・入社後に従事する仕事の内容について、就労風景の写真や文書によ
る説明。
・福利・厚生施設等の概要について、文章や写真による説明。



２ 中学校卒業予定者の求人の流れ 

 

中学校卒業予定者を採用しようとする場合は、ハローワークへ求人票を提出しなけ

ればなりません。 

そのうえで、求人活動のルールに沿って公正な求人活動を行ってください。 

（１）求人申込み 

６月１日以降に下記提出書類を管轄のハローワークへ提出してください。 

提出書類 

① 青少年雇用情報シート 

② 中卒用求人票（職種別） 

③ 求人要項等（作成事業所のみ） 

④ 事業所登録シート（初めて安定所に求人申込みをされる事業所） 

（２）求人の返戻 

６月１日以降、管轄のハローワークから受理印を押印した事業主控えを返戻しま

す。返戻された求人票は保管しておいてください。 

（３）求人の連絡 

７月１日以降、管轄のハローワークから公開を希望するハローワークへ求人票を

送付します。 

（４）応募書類の送付 

① 応募者がある場合、紹介状と応募書類（中学職業相談票乙）が１月１日以降、 

ハローワークから事業主へ送付されます。  

② 応募書類（中学職業相談票乙）が届きましたら、選考日程等を事業主から中学

校及び応募者へ通知してください。  

（５）選考開始  

選考開始は１月１日以降となります。  

（６）採否の決定  

① 事業主は、採否結果について速やかに学校を通じて応募者に通知してくださ

い。  

② 採否の結果は「採否決定通知書」によりハローワークにご報告ください。  

③ 不採用の場合は、不採用者の応募書類を応募者の管轄ハローワークに返送し

てください。  

（７）就業開始日  

就業開始（実習、研修等を含む）時期は、卒業後の４月１日以降としてください。  



　中卒用求人票の記入例
様式１

（ふりがな）

（ ）分

（ ）分

明
大
昭
平

通勤 通勤 通勤

円 円
住込 住込 住込

円 円

資本金

7

年
2,000

分・計 分

１
　
求
 
 
 
 

人
 
 
 
 

者

所 在 地

かぶしきがいしゃ　はろーわーくさろん
事 業 所 名

（または氏名）

就 業 場 所
（現場・店）

四日市

当事業所

企業全体

従

業

員

数
（

常

用
）

創         業

 四日市店

 本　店

46

人（男

　　 株式会社　ハローワークさろん

中　卒　用　

生 産 品 目
事 業 内 容

）線（

近鉄

近鉄

本店（同上）及び四日市店（四日市市○○町1-1）

）駅から･バス･徒歩（津
〒（　　　　-　　　　　）

〒（　514　-　0000　）

理容業

津市●●町1-1-1

人（男

5

12

回・合計

円

３
　
賃
　
　
　
　
金
　
（

確
 

定
・
現
 

行
 

賃
 

金
）

定 期 昇 給

手当

手当

年 1

求
人
連
絡

（日給のとき　　日で換算）

職務

円

安 定 所求人連絡数

円

円○○○,○○○

3.0

手当

安 定 所 求人連絡数

　有（最低資格  　３   年）・無

求人連絡数安定所

新規学卒者の昨年度実績

回

カ月分2.1合計

一般労働者の昨年度実績

回2

合計

年

回

 有〔 完全・隔週・その他（　    当店 カレンダーによる　  　　　）〕・無

○,○○○円

0

2

○○○,○○○

年

円

○○○,○○○

○,○○○

）線（

人・女

労働組合

人）

8 人）

2

・ 無有

5
人・女

7

６０

時 00

）駅から･バス･徒歩（ 7

2

就業規則

変形労働時間制　有・無

・有

4

億

3

無

5

週休２日制

① 時 分～

<大垣店>

00

万円

分

１４０４０分・午後

分～ 時② 時

午前 分～午後

４０

９

分・昼午前

時

時 分

・無

分

日

日

賃金から控除するもの
末支給日

年

25

6 20

締切日

日

時

分

○○○,○○○

円

②控除額
　 合  計

宿  舎  費

食　  　費
（　　食

分）

税       金

円

円社会保険料

円

円

求人連絡数

手取額
①－②

月　   　給

日         給

日 給 月 給

時　   　給

そ   の   他

（    　　　）

賃金形態

○○○,○○○

円

定額（最高3万5千円まで）

①合　計

特別に支払われる手当

手当

手当

基本給

○○○,○○○

○○○,○○○

円

時 分～

曜日・月 日曜・祝日・土曜 火

有

カ月分

6 ヵ月後日・6ヵ月後 日・最高10入社時

3,000 退 職 金円

賞　 与

求人連絡総数

休 日

手当

○,○○○

○○○,○○○

安 定 所

皆勤
精勤

 
2
　
就
業
時
間
・
休
日
等

就 業 時 間

休 憩 時 間

全              額
通 勤 手 当

定額的に支払われる賃金

○○○,○○○

有 給 休 暇

交 替 制

③

所 人

１ 求人者
【就業場所】

個々の採用者について求人申込み時にその就業場所が特定できな

い場合（本社で採用手続きを一括処理する等）は、就業の可能性の

ある工場・支店名等を列挙する。

この場合、「12補足事項」欄に就業場所決定の方法、時期等を付

記する。

【生産品目・事業内容】

求人者が、生産・販売等取り扱っている品目・商品名などのうち、

代表的なものを詳しく記入する。

【従業員数】

上欄には事業所の常用の従業員数、下欄には企業全体(グループ

企業等は除く）の常用従業員数を性別に記入する。

２ 就業時間・休日等
【就業時間】

定時始業時間、終業時間を記入する。

変形労働時間制（労働基準法第32条の2から5）に該当する場合は

「12補足事項」欄に具体的な内容を記入する。

【休憩時間】

雇い入れようとする労働者の規定の休憩時間について記入する。

【交替制】

交替制の有無について該当文字を○印で囲み、交替制勤務の場合

はそれぞれの始業、終業時間を記入する。

なお、特殊な勤務形態の場合は「12補足事項」欄に詳細を記入す

る。

【休 日】

定例の休日について該当曜日を○印で囲み、「その他」に該当す

る場合はその曜日及び回数を記入する。

なお、曜日が一定でない場合は、シフト制等と明記の上、「12補

足事項」欄に具体的に記入する。

【週休２日制】

週休２日制の有無等について該当箇所を○印で囲み、その他に該

当する場合は( )内に具体的に記入する。

【有給休暇】

入社時、６ヶ月後の有給休暇日数及び最高限度の有給休暇を取得

できる年月とその日数を記入する。

３ 賃 金
【確定・現行賃金】

初任給が確定している場合は確定賃金額を、確定していない場合

は本年の新規学卒採用者の現行賃金額を記入し、確定・現行どちら

かを二重線で消す。

【定額的に支払われる賃金】

基本給が月給制の場合はその額を記入する。日給制、時間給制等

の場合は１日の所定労働時間、月平均労働日数等から算出した額を

記入する。

その他、毎月定額的に支払われる手当の名称と金額を記入する。

【賃金から控除するもの】

税金、社会保険料、宿舎費、食費の各項目別に記入し、その合計

額を「②控除額合計」欄に記入する。

【特別に支払われる手当】

人によって支払われる額が異なる手当（例：通勤手当）や、条件

を満たした場合に支払われる手当（例：精皆勤手当）等手当額が変

動するものについて名称、金額と支給要件を記入する。

通勤手当はその費用の全部が支給される場合は全額を、一部が支

給される場合は定額を○印で囲み、定額支給の場合は( )内に最

高支給月額を記入する。
【定期昇給】

定期昇給（ベースアップ分を除く）は前年の学卒就職者の就職後

１年間（本年4月1日まで）における昇給した回数及びその金額を記

入する。

【賞 与】
支給回数およびその合計額が基本給の何カ月分であるかについて、

新規学卒者の昨年度実績と一般労働者の昨年度実績とを記入する。
【退職金】

退職金制度の有無について該当箇所を○印で囲み、受給資格を得

ることのできる最低年数（勤務年数）を記入する。
【賃金形態】
平成27年度から「日給月給」は廃止され、「月給」に統合されま

したので、「日給月給」は選択しないでください。

求人連絡欄
求人を提供したい安定所がある場合は安定所求人連絡人員数を記

入する。
また、欄内に記入することができない場合は、同一様式の一覧表

を別紙で作成し、求人票に添付する。



（不問）

人 人 人

　

９

その他（　　 　　　）

赴任旅費入 社 日

（職場見学、職場実習の受け入れの可否）

10
     １月 １日以降随時 　       1月 　1日以降随時

応
募
・
選
考

選 考 場 所

2

　　　           

12

部

8 年

　　・　本店・四日市店ともに、住込み用の借上げアパート有。

1

　　・　特別休暇　夏季３日間、年末年始12月３１日～1月４日

日

　　・　年間休日1０5日

　　・　理容師国家資格取得後は、資格手当月額20,000円支給

4 有　･　無

　　・　試用期間３ヶ月（賃金同一）

独立の宿舎（有･無)入居（可･否)･1部屋１人･1人当たり６畳
通勤先までの時間　　１０　 分

定  年  制 有（ 65

加入保険等 健 康 ・ ・

可
時間配慮　有（賃金支払　有・無）･無　　通学時間　　　分

学校名  ○ ○ 理容専門学校（通信制） （交通手段　 　　　　　　)

採 否 決 定

選 考 月 日
　         月　    日

受 付 期 間
      月    日～    月     日

月　　　日
　　 　3 日後

選 考 旅 費 有　･　無

本店 選 考 方 法 書類選考・面接選考

・否

　　　受験資格を取得できます。

財 形

・無

歳） ・ 無

労 災 ・ 退職金共済 ・

　　　

求人条件にかかる特記事項

特になし

通
 

学
通学費用の企業負担

3５
（住込）（通勤）

求 人 数

（

求　人　票

６ 雇用の期間の定め

理容師補助業務 ４ 職 種

　　　機材の後片付けを行っていただきます。

　　・　理容専門学校（通信制３年間）で学ぶことにより、理容師国家試験

　　・　シャンプー・カット・顔そりなどの理容師補助業務、店舗の清掃、７
　
作
　
業
　
内
　
容
　
等

）

補
 
 

足
 
 

事
 
 

項

 13

　　職場見学可、職場実習可

課（役職）

 11 赴 任 1

事 業 所 名

雇

用

保

険

適

用

事

業

所

番
号

令和5年３月卒 令和6年３月卒

代 表 者 名

株式会社　ハローワークさろん
　　代表取締役　三重　太郎

15
２４０３-
××××××

　　　-
× 離 職 者 数

16
採

用

･

離

職

状
況

採 用 者 数 2

624）

）

三重　太郎

（

０５9

××××

氏名

 14

（

令和7年３月卒

電　話
採用事務担当者 ＦＡＸ

××××

月

内線２２２

２２２０５9

代表取締役

雇 用

宿       舎  有

有

仕事の内容

無 ・

８
福
利
厚
生
等

厚 生 ・

有（入学金･教科書代･授業料月額　      　　　　　円･交通費)･無

0 0

受
理
・
確
認
印

1

産
業
分
類
番
号

受
付
番
号

特
 

記
 

事
 

項

職
業
分
類
番
号

４ 職 種

従事する仕事の具体的内容を表す名称を記入する。

（例）：自動車組立工、経理事務等

具体的内容を表す名称を記入することが困難な場合は、事務職、

現業職等包括的な職種名を記入する。

（注)「理容師見習」及び「美容師見習」の職種については、法

律の改正に伴い、法律に見合った仕事内容となるよう注意してく

ださい。

（例）「理容師補助業務従業員」「美容師補助業務従業員」

５ 求人数

実際に採用する人数を通勤・住込・不問に区分して該当欄に記入

する。

求人者が用意した住宅（宿舎）に入居することを条件とする場合

は「住込」、住宅（宿舎）を用意しない場合は「通勤」、雇い入れ

る労働者の希望があれば住宅（宿舎）を用意するときは「不問」と

する。

６ 雇用の期間の定め

雇用の期間について記入する。雇用期間に定めがない場合は

「無」を、雇用期間に定めのある場合には、「有」を○で囲み、雇

用期間に定めがある場合にはその雇用期間を( )内に詳細を記入

するものとする。

（例）令和○年○月○日～令和△年△月△日以降１年毎の更新

当該欄に記入しきれない場合は、「12補足事項」欄に記入する。

７ 作業内容等

【仕事の内容】

従事する仕事の内容、使用する機械・装置・帳簿・取扱商品等の

名称や種類等を具体的に記入する。

【求人条件にかかる特記事項】

作業遂行上特に不可とする身体条件がある場合は記入し、不可と

する理由を具体的に記入する。

８ 福利厚生等

【加入保険等】

事業所が加入している社会保険等を○印で囲む。

【宿 舎】

独立の宿舎とは、寮として建設した宿舎のこと。（求人者の住居、

店舗、工場等から完全に独立したものを言う。ただし工場の同一敷

地内でも構わない。）

アパート、マンション等を借上げ、賃貸する場合は、その旨を補

足事項または余白に記入する。

【定年制】

定年制の有無を○印で囲み、定年制がある場合には、定年年齢を

記入する。

９ 通 学

夜間高校、専門学校等への通学の可否を記入する。

通学が可の場合は時間配慮の有無、通学費用の企業負担の有無等

を記入する。

10 応募・選考

【受付期間】

応募書類の受付期間を記入する。なお、中学校の紹介（推薦）開

始期日は１月１日からとなる。

【選考月日、選考場所】

中学は１月１日以降となっています。

【採否決定】

採否決定の予定日または採否決定に要する日数を記入する。

【選考旅費】

選考のために要する旅費の支給の有無を記入する。

11 赴 任

【入社日】

事業所における通常の入職時期を記入する。なお、採用決定者の

雇用の開始時期は４月１日以降としてください。

【赴任旅費】

赴任旅費支給の有無を記入する。

12 補足事項

新規学卒者が求人内容をより具体的に理解できるよう事業所の特

色、労働条件、福利厚生施設、職場見学・職場実習の可否等につい

て補足すべき事項を記入する。

また、試用期間がある場合は、その期間やその間の賃金額等を記

入する。

13 採用事務担当者

採用選考業務の担当者の所属部・課名・氏名及び電話番号を記入

する。

14 事業所名・代表者名

求人票記載の諸条件に相違しないことを確認するため、事業所名

及び代表者名（又は人事権者名）を記入する。

15 雇用保険適用事業所番号

事業所の雇用保険適用事業所番号を記入する。

16 採用・離職状況

一行目は左から令和５年３月卒、令和６年３月卒、令和７年３月

卒とし、それぞれの年の新規中学校卒業者の応募者数、採用者数、

離職者数を記入する。



①②新卒者等の採用者数／離職者数

新卒者のほか、新卒者と同じ採用枠で
採用した既卒者など、新卒者と同等の
処遇を行うものを含みます。

③平均継続勤務年数

労働者ごとの雇い入れられてから記入
日の時点までに勤続した年数を合計し
た値を、労働者数で割って算出します
。

参考値：従業員の平均年齢

若者雇用促進法に基づく青少年雇用情
報の項目ではありませんが、参考値と
して、記入日時点での平均年齢も可能
な限り記入してください。

可能な限り全ての項目を記入していただくようお願いします。

全ての項目を記入することが難しい場合でも、情報提供の義務（以下のシートサンプルにおける１～３の
３類型それぞれで１項目以上の情報提供）にとどまらない積極的な情報提供をお願いします。

情報の範囲

求人区分に応じて、企業全体の正社員／正社員以外※

別の情報を提供してください。

※ 正社員以外の情報は、 期間雇用者や派遣等、いわゆる
正社員以外の直接雇用の労働者全てに関する情報とし
てください。

追加の情報提供

求人申込みを行っている採用区分
（例：総合職／一般職）、学歴別（大
卒／高卒）や事業所別、職種別などの
情報についても、追加情報として極力
記入してください。

＊ 追加の情報については、 貴社の任
意の区分の情報で構いません。

＊ 複数区分での情報を提供される場
合は、シートを追加してください。

①前事業年度の月平均所定外労働時間
・有給休暇の平均取得日数

算出方法はP4を参照してください。

②③前事業年度の育児休業取得者数／
出産者数

育児休業取得者数及び出産者数につい
て、いずれも記載してください。
男性については、配偶者の出産者数を
記載してください。

④役員及び管理的地位にある者に占め
る女性の割合

求人区分に関わらず、貴社に雇用され
る全ての労働者に関する情報としてく
ださい。

＊｢管理的地位にある者｣とは、原則と
していわゆる課長級以上が該当しま
す。

３．職場への定着の促進に関する
取組の実施状況

２．職業能力の開発及び向上に
関する取組の実施状況

１．募集・採用に関する情報

2 3

制度として就業規則や労働協約に
規定されていなくても、継続的に
実施しており、かつそのことが従
業員に周知されていれば「有」と
記入してください。

①研修の有無及びその内容

具体的な対象者または内容を示し
てください。全ての研修の内容を
書き切れない場合は、主な研修の
内容のみ記入してください。

②自己啓発支援の有無及び
その内容

教育訓練休暇制度、教育訓練短
時間勤務制度がある場合は、そ
の情報を含めて記入してくださ
い。他には、配置等についての
配慮、始終業時刻の変更、資格
取得の費用補助等もこの欄に記
入してください。

④キャリアコンサルティング※１

制度の有無及びその内容

セルフ・キャリアドック※２を
実施している場合は、その情報
を含めて記入してください。
キャリアコンサルティングを実
施する者が企業に雇用されてい
るかどうか、また資格の有無は
問いませんが、企業内の仕組み
として実施されていることが必
要です。

※２セルフ・キャリアドック
労働者が自らのキャリアや身に付け
るべき知識・能力等を確認すること
を通じて主体的なキャリア形成を行
うことを支援するため、年齢、就業
年数、役職等の節目において定期的
にキャリアコンサルティングを受け
る機会を設定する仕組み。

⑤社内検定等の制度の有無及び
その内容

自社で実施する社内検定制度の
ほか、業界団体が実施する検定
を活用する場合も「有」と記入
してください。

※１キャリアコンサルティング
労働者の職業の選択、職業生活設計
または職業能力の開発や向上に関す
る相談に応じ、助言や指導を行うこ
と。

③メンター制度の有無

メンター制度とは、新たに雇
い入れた新規学卒者等からの
職業能力の開発及び向上その
他の職業生活に関する相談に
応じ、並びに必要な助言その
他の援助を行う者を当該新規
学卒者等に割り当てる制度の
ことです。

※ハローワークに大卒又は高卒の求人を申し込む場合は求人申込書（高卒・大卒）の該当欄に記載してください。

NHYBWS
テキストボックス


NHYBWS
テキストボックス


NHYBWS
テキストボックス




１　学校名

ふりがな 3 4
2

年 月 日
（満　　　歳）

5 ふりがな

（郵便番号　　　－　　    　）

7
6

8 9 10

〔　　〕段階評価

12
11

　　　　　年　　　月　　　日 中学校長

（所在地）

（郵便番号） （電話番号）

※安定所記載欄

３学年選択教科名３学年必修教科名

国 語

社 会

保 健 体 育

技 術・ 家庭

外 国 語

生
年
月
日

美 術

数 学

理 科

音 楽

写

真

貼

付

現
住
所

欠席日数 特　記　事　項学年

氏
名

性
別

応　　募　　書　　類

（ 中 職 業 相 談 票 〔乙〕）

１

特
別
活
動

総
合
的
な
学
習
の
時
間

特
別
の
教
科
　
道
徳

学
業
成
績

出
席
状
況

公共職業安定所

本人の特長を示すものに○印を付けるも
のとする。

基本的な
生活習慣

本
人
の
ア
ピ
ー

ル
ポ
イ
ン
ト
・
推
薦
事
由
等

主　な　理　由

項　目
行動の
状　況

２

３

創意工夫

行動の
状　況

公共心・
公徳心

行
動
の
記
録

健康･体力
の向上

自主･自律

責任感

項　目

思いやり･
協力

生命尊重･
自然愛護

勤労・奉仕

公正・公平

受 付 番 号受 付 番 号

参考２



Ⅴ 高等学校等卒業予定者の求人の取扱い 
 

１ 高等学校等卒業予定者に対する求人活動のルール 

選考日 
推薦開始日９月５日以降 

選考開始日９月１６日以降 

学校訪問の規制 

求人活動のための学校訪問は、職業指導上必要な場合のみ認めら

れます。 

なお、実施の時期は学校に求人申込みを行った日以降に行うこと

とするが、学校の事前の了解の下に安定所に求人申込みを行った日

以降についても行うことができるものとする。 

ただし、８月末日前１週間は学校訪問を差し控えるものとする。 

文書募集の規制 

卒業年の前年の６月末日までは行うことができません。 

また、７月１日以降にこれを行う場合であっても、次の条件を満

たす必要があります。 

ハローワークへ申し込みを行った求人であること 

求人者管轄安定所名・求人の受付番号が記載されていること 

応募の受付は学校を通じて行われること 

縁故募集について 

縁故募集は雇用条件等の十分な情報が得られず、就職後、トラブ

ルが生じる原因になりがちであるため、できるだけハローワークへ

求人申込みをしていただくようお願いします。 

利益供与の禁止 

 求人者又は求人者から委託を受けた者が新規学校卒業者、その保

護者又は、その関係者に対し金品又は利益の供与を行うなどの求人

活動は禁止されています。 

就業開始日 
就業開始日（実習、研修等を含む）時期は、卒業式終了後として

いるが、できる限り令和９年３月１０日以降とするものとする。 

求人要項 

各事業所で作成される求人要項は、ハローワークに申し込まれ

た求人票の内容の中で不足しているところを補完し、事業内容・

仕事内容等について就職希望者の理解を深めるために、ハローワ

ークの確認印のある求人票の写しとともに学校へ送付してよいこ

ととなっています。 

ただし、求人票の記載事項と矛盾するものでなく、誇大な表現

等就職希望者の適正な職業選択を阻害するおそれのないものでな

ければなりません。 

〔求人要項記載内容の参考例〕 

・事業所の概要について、文章・写真・図表による説明。 

内容としては、沿革、生産品目、工場施設・機械設備の概要、

取引先の状況、就業場所の全景、新入社員研修の内容、仕事の流

れ、従業員数、売上高の推移等。 

・入社後に従事する仕事の内容について、就労風景の写真や文書

による説明。 

・福利・厚生施設等の概要について、文章や写真による説明。 

 

 



２ 高等学校等卒業予定者の求人の流れ 

 

高等学校等卒業予定者を採用しようとする場合は、ハローワークインターネットサー

ビスの求人者マイページ（P６７～P６９参照）から提出または求人申込書を事業所管轄

のハローワークへ提出しなければなりません。 

そのうえで、求人活動のルールに沿って公正な求人活動を行ってください。 

 

求人者マイページでの申込みは、 

「求人者マイページ 利用者マニュアル」をご参照ください。 

 

（１）求人申込み 

６月１日以降に求人者マイページ（推奨）もしくは管轄のハローワークへ「求人申

込書（高卒）」により申込みください。求人は、職種別に作成してください。 

求人者マイページの開設については、別紙資料をご参照ください。 

※マイページからの求人申込みを希望する場合は、管轄安定所にご相談ください。 

必要に応じて以下の書類を求人申込み時に提出してください。 

（マイページから申し込む場合は、郵送等による提出が必要となります。） 

① 推薦依頼高校一覧 

② 受動喫煙対策一覧 

③ 応募前職場見学実施予定表 

④ 就業場所一覧（就業場所が複数ある場合） 

（２）求人の返戻 

７月１日以降、管轄のハローワークから受理印を押印した事業主控えを返戻します。

返戻された求人票は保管しておいてください。 

公開希望求人のみインターネット上（高卒就職情報WEB提供サービス）において７

月１日以降に公開します。 

（３）高等学校への求人申込み（求人票の送付） 

推薦制度を利用する場合は、返戻された受付済み求人票（高卒）の写しと推薦依頼

校一覧の写しを推薦依頼校へ送付または持参ください。 

  ※企業案内についてもあわせて送付またはご持参ください。 

（４）推薦開始 

応募希望者がいた場合に、９月５日以降高等学校から、事業主に「全国高等学校統

一用紙」が送付されます。 

「全国高等学校統一用紙」が届きましたら、選考日程等を事業主から高等学校及び

生徒に通知してください。 

なお、「全国高等学校統一用紙」その１「履歴書」については、生徒が手書き・パ

ソコン入力等で選択するため、作成の方法による不利益な取扱いは行わないようにお

願いします。 

特別支援学校の卒業者については、履修している教育課程の内容や障害の状態等に

応じ、様式通りに応募書類を作成できない場合も想定されることから、統一された様

式を参考としつつ、応募書類を作成することも可能としてください。 

例年と同様、推薦開始日から１０月３１日までは生徒１人に対し１社のみ応募・推

薦を可能とします。１１月１日以降は、「１人２社」までの応募・推薦が可能となり

ます。 



（５）選考開始 

選考は、９月１６日以降に実施して下さい。 

（６）採否の決定 

① 事業主は、採否結果（Ｐ38採用内定通知書を参考）について速やかに学校を通

じて応募者に通知してください。（概ね７日以内） 

 

② 不採用の場合は、不採用者の応募書類を学校に必ず返却してください。 

不採用通知が遅れると他社へ応募する機会が失われますので、ご配慮お願いし 

ます。 

 

（７）採用（内定）状況の報告 

管轄安定所から「新規学校卒業予定者採用（内定）状況報告」の依頼がありました

ら必要事項を記入の上、管轄安定所が指示する期日までに報告してください。 

（８）就業開始 

就業開始（実習、研修等を含む）時期は、卒業後としてください。 

 

３ 高卒就職情報ＷＥＢ提供サービスについて 

     

全国の安定所に申し込まれた求人申込書（高卒）は、すべてシステムに登録され求人

データが一元的に管理されるほか、インターネットを活用し、全国の高校に対して、

「高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス」にて求人情報を公開しています 

（インターネット上の求人情報を見るためには、ＩＤとパスワードが必要であり、高

等学校に交付されています。） 

このため、求人申込書（高卒）提出時には、「推薦依頼校を指定しない」求人か、「推

薦依頼校のみ応募可能」求人かを申し出て下さい。 

なお、公開、非公開にかかわらず、募集を締め切った時点で速やかに安定所に連絡し

て下さい。 

 

    高校就職情報ＷＥＢ提供サービスのホームページでは、求人情報のほか、求人者か

ら提出された「応募前事業所見学実施予定表」に基づき、職場見学会情報や安定所が

開催する就職面接会情報などを各高等学校に提供しています。 

 

 

     

 

 

 

※高等学校一覧は、高卒就職情報ＷＥＢ提供サービスのホームページにアクセスし、

「全国高等学校便覧一覧」をクリックし、「学校便覧」から入手できます。 

  

高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス ホームページアドレス 

https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp/ 



４ 推薦制度について 

 

推薦制度 

推薦制度とは、特定の高校に推薦依頼することにより、その高校での希望者が推薦

依頼校よりも多い場合は、学内調整をしたうえで応募するものであり、また推薦が決

定した生徒についても、他社への併願は出来ない（ただし、11月１日以降は併願が可

能）ことから、推薦で応募された生徒については、必ず面接をしていただき、事業所

の採用基準に従い採否を決定してください。 

したがって、より多くの応募者の中から選考を希望される場合は学校指定をしない

ようにして下さい。 

なお、推薦依頼校が男子校（又は女子校）のみの場合は、雇用機会均等法上問題と

なりますので、ご注意下さい。 

仮に推薦依頼校に求人票（高卒）（写）を送付し、一定期間経過しても当初の推薦

依頼校から応募がない場合には、その範囲内で推薦依頼校の追加、又は、自由応募の

追加をすることは可能です。この場合は、管轄安定所に連絡のうえ、追加修正した求

人票（高卒）（写）を管轄安定所及び追加した推薦校へ送付して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

求人申込書（高卒） 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



推薦依頼高校一覧

推薦人数推薦人数

（別添１）

安定所名

事業所名

県 名

職    種

■　推薦を依頼する高等学校等を記入のうえ、求人申込書（高卒）とともに窓口に提出してください。

安定所名 学 校 名学 校 名 県 名

人
安定所処理欄

（管内）
総数

（管外） 校

校 人



（別添）

令和 年 月 日

該当項目に○を付けてください

支社・営業所名 １．屋内禁煙 １．喫煙室設置 ２．なし（喫煙可）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

受動喫煙対策が施されていない場合は、求人を受理できません。

「１．あり（喫煙室設置）」または「３．その他」
受動喫煙対策に関する特記事項

３．その他

受動喫煙対策について

記入日

事業所名



 

 

「応募前職場見学」の受け入れについて 
     

応募前の職場見学は、生徒が応募先企業を自ら選定・確認する機会となり、事前に職

業や職場への理解を深めることで、適切な職業選択を助け、事前の理解不足による就

職後の早期離職を防止することを目的としています。 

応募前職場見学の依頼は、高等学校から事前に希望日時の連絡をさせていただきます

ので、趣旨をご理解いただき、積極的に受け入れていただくようお願いいたします。 

 

 

≪応募前職場見学の流れ≫ 

（1）応募前職場見学の受入れが可能である場合は、求人申込書（高卒）の「⑦選考方

法」欄に記載されている「応募前職場見学」の「可」に印を付けてください。 

（2）受入れについて、特に日にちを指定しない場合は、「随時」に☑を付けてくださ

い。 

受入れについて特定の日にちを指定される場合は、「補足事項欄参照」に☑をつ

け、「補足事項」欄に記入するか、「応募前職場見学は別紙のとおり」と「補足事

項」欄に記入し、「応募前職場見学実施予定表」（Ｐ３３参照）を記入してくださ

い。 

（3）生徒から応募前職場見学の実施希望があった場合は、高等学校から事業主へ応募

前職場見学の実施 (実施日時・参加生徒数の調整) について、連絡があります。 

（4）応募前職場見学のご承諾をいただいた場合、高等学校から事業所へ「職場見学の

お願い」を送付します。（見学日当日に参加生徒が持参する場合もあります。） 

実施時期については、できる限り生徒の学業に影響が少ない「夏休み期間中」に

お願いします。 

なお、応募前職場見学の内容等については、各事業主にお任せします。 

（5）参加生徒は、応募前職場見学にあたり、当日「職場見学確認書」を持参します。 

事業主は、「職場見学確認書」に見学結果を記入の上、当日、生徒にお渡しくだ

さい。 

※「応募前職場見学」は事前の採用選考の場ではありません。職場見学の場で生徒

本人の状況を聴取する等、早期採用選考につながることのないようご注意くださ

い。 



事業所名

担当部署

担当者名

電話番号

１　７月～９月の実施予定日

○　７月～９月までの実施予定日全てに　（①）　のように印をつけてください。

2026年7月 2026年8月 2026年9月

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

２　１０月以降の実施予定日
○　該当する項目に印（レ）を入れ、特定予定日に実施する場合は特定予定日を記入してください。

□　予定なし

□　随　時

□　特定予定日

( ）

３　その他

◇　事業所連絡先 担当者氏名

電話番号

※安定所記入欄：求人番号

応募前職場見学実施予定表



 

 

 様式１７ 

                                 年  月  日  

 

（事業所名）            

人事担当者 殿  

 

（学校名）  

学校長 

 

連絡先電話番号 

 

連絡先教諭名 

 

 

職 場 見 学 の お 願 い 

 

  この度、別紙の生徒が、貴社の見学を希望していますので、受入れ方よろしくお願い

します。 

 また、職場見学をその後の就職指導に役立てるため、職場見学確認書に貴社の人事担

当者の署名をいただいて帰るよう生徒に指導しています。誠に恐縮ですが、別紙の確認書

にご記入の上、生徒にお渡しくださるようお願いいたします。 

 

 ≪お願い≫  

職場見学は、生徒が応募先を決定するのに先立って、実際の仕事や職場への理解を

深めるために行うものです。 

そのため、職場見学の受入れに当たっては、採用選考とならないよう、次について

ご留意いただくようお願いします。 

 

 

○ 応募書類をはじめとして生徒に書類の提出を求めないでください。  

○ 採用選考に直接つながる質問をしたり、内定と受け取られるような 

話をしたりしないようにしてください。  

 



 

 

会社名：                            

 

職 場 見 学 確 認 書 

 

見学日       月      日（        曜日） 

 

学校名                              

 

生徒氏名 希望職種 求人番号 参加 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 ◇ 上記生徒のうち、参加欄に「○」を付けた生徒は、確かに当社を見学しました。 

 

 

担当（役職名） 

ご氏名 

 

学校への連絡 

 

 

（注） 当日に訪問しました生徒の参加欄に「○」を記入してください。  

特に、学校へ伝える事項がある場合は「学校への連絡」欄に記入してください。  

 

 

 

 



　　　　　　　（応募書類　　その１）

年 月

　　　　令和　　　年　　　月　　　日現在

ふりがな
月

　　　（３０×４０mm）

月

生年月日  昭和　・　平成   　　  　　年　　　　月　　 　日 生  （満　 　　　歳）

ふりがな

〒

ふりがな

〒

（※の欄については、記入上の注意事項を確認すること）

　
職
　
歴
　
※

校
内
外
の
諸
活
動
※

氏　名  　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　   　　　　　　　　　　　

在籍校※
 

令和　　 　年　  　月

高等学校卒業　

連絡先※

現住所　

全国高等学校統一用紙（文部科学省、厚生労働省、全国高等学校長協会の協議により令和６年度改定）

高等学校卒業見込み　

 平成
　　　　 　　年　  　月
 令和

 平成
　　　　 　　年　  　月
 令和

 平成
　　　　 　　年　  　月
 令和

 平成
　　　　 　　年　  　月
 令和

備
考

　
志
望
の
動
機
　
・
　
ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
　
等
※

資　格　等　の　名　称

　写真をはる位置
年

年

資
　
　
格
　
　
等

月

　　履　　　　　歴　　　　　書 取　得　年　月

年

年

月

参考１



　　　　（応募書類　　その２）

入学

（第　　学年）　編入学・転入学

教科 １年 ２年 ３年 ４年 教科 １年 ２年 ３年 ４年

１年 ２年 ３年 ４年

　

１年 ２年 ３年 ４年

科       目 科       目

　　　　　　　　　　　　科
平成
　　　　　　年　　　月　　卒業　・　卒業見込
令和

本
人
の
ア
ピ
ー

ル
ポ
イ
ン
ト
・
推
薦
事
由
等

特
別
活
動
の
記
録

出
席
状
況

欠　席　日　数

欠　席　の
主　な　理　由

特
記
事
項

学　  　    　習      　　　　の      　　　　記      　　　　録

教 科  ・  科 目 評      定 教 科  ・  科 目

留　　　　学

全国高等学校統一用紙（文部科学省、厚生労働省、全国高等学校長協会の協議により令和６年度改定）

修得単位数

　　　　　　　　　　（学校名）　

　　　　　　　　　　(電話番号)　　　　　　　　　　　                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　（校長名）　　　　　　　　　    　  　　　　　               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総合的な探究(学習)の時間

　　　　　　　　　令和　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　　　（所在地）　〒　

　　　　　上 記 の 記 載 事 項 に 誤 り の な い こ と を 証 明 し ま す 。

記　　載　　者

評      定

現
住
所氏名  

性別

　　　調　　　　　査　　　　　書

昭和 ・平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日生

学
校
名

在
学
期
間

平成
　　　　　  年　　月
令和

課
程
名

　全・定・通
学
科
名

ふりがな

参考１



 

 

 採用内定通知書・就職承諾書作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就 職 承 諾 書 

 

令和  年  月  日  

 

○○株式会社 

取締役社長 

様 

 

 

本人住所 

氏名 

この度、貴社に採用が内定されましたので、学校を卒業した後は、貴社へ就職する

ことを承諾します。 

採 用 内 定 通 知 書 

 

令和  年  月  日  

 

様 

 

先日採用選考いたしましたところ、あなたを当社社員として、令和 年 月 日付

けで採用することを内定しましたので通知します。 

今後は、ますます健康にご留意され、一層学業に専念してください。 

なお、出社日等詳細につきましては、後日連絡いたします。 

  

事業主名 

代表者名            ○印  

 



 

 

 

高校求人充足（採用）済報告書 
 

 

 

当事業所が提出した下記求人については、令和  年  月  日をもって 

充足し、今年度の採用選考を打ち切りますので報告します。 

 

 

 

・求人受付番号   ２４○○○ － 

 

 

・職    種 

 

 

・採用決定者数        人 

 

 

 

    令和  年  月  日 

 

   公共職業安定所長 殿 

                 事業所名                  

                 担当者名                  

                 電話番号                  

 

 

 

 

 

 

 

※お願い 

・ この報告は、高校に対する迅速で正確な求人情報を提供するため、充足した場合速やか

に御報告願います。 

・ 安定所へ提出した求人票が複数（職種別等）である場合は、その求人票毎に、充足の都

度、それぞれ別葉により御報告願います。 

・ 安定所へは、持参又は郵送により御報告願います。 

 



公共職業安定所　学卒担当者　宛 

事 業 所 名 ：

事 業 所 番 号 ：

管轄ハローワーク：

都道府県名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

（注１）高卒求人に係る採用（内定）状況をご記載ください。

（注２）既卒者を採用した場合は備考欄に既卒と記入してください。

（管轄ハローワークへ提出願います）

三重県内 三重県外

公共職業安定所

採用なしの場合左に○をつけてください

令和９年３月新規学校卒業者採用（内定）状況（高卒求人）

備　考
（注２）

採用
（内定）
人数

求人番号
（注１）

学　校　名



Ⅵ 大学等卒業予定者の求人の取扱い 

 

１ 大学等卒業予定者に対する求人活動のルール 

※大学等卒業予定者とは、大学（院）・短期大学・高等専門学校・専修学校・職業能力開発施設（高卒

２年課程）卒業予定者をいいます。 

 

（１）２０２６年度の大学等卒業予定者の就職・採用活動にあたっては、「就職・採用活動日程

に関する関係省庁連絡会議」により、「２０２６年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日

程に関する考え方」が示されており、大学等においても、就職問題懇談会により「２０２６

年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」が

定められたところです。これらを尊重した就職・採用活動を実施していただきますようお願

いします。 

（２）公共職業安定機関では、大学等卒業予定者の適正な就職・採用活動が行われるよう、求人

求職の秩序の維持、公平・公正な採用の確保、採用内定取消しの防止に努めるとともに、考

え方・申合せを踏まえ、以下のとおり取り扱うこととしました。事業主の皆様のご理解とご

協力をお願いします。 

 

２０２６年度 大学等卒業予定者の就職・採用活動日程 

 

 職業安定機関の取扱い 大学側申し合わせ 政府の要請 

２ 月 １ 日 以 降 求人の受理   

３ 月 １ 日 以 降  企業説明会 広報活動 

４ 月 １ 日 以 降 求人の公開   

６ 月 １ 日 以 降 職業紹介 学校推薦 採用選考 

１０月１日以降 採用内定 採用内定 採用内定 

広 報 活 動：採用を目的とした情報を学生に対して発信する活動。採用のための実質的な選考とならない活動。 

採用選考活動：一定の基準に達した学生を順位付けまたは選抜することを目的とした活動。 

 

※２０２６年度卒業・修了予定者（２０２７年３月卒業・修了予定者）の広報活動は、卒業・

修了年度に入る直前の３月１日以降に開始、その後の採用選考活動は、卒業・修了年度の６

月１日以降に開始となります。 

  



２ 大学等卒業予定者の求人の流れ 

（１）求人申込み 

２月１日以降に求人者マイページ（推奨）もしくは管轄のハローワークへ「求人申込書

（大卒等）」により申込みください。求人は、職種別に作成してください。 

 求人者マイページの開設については、別紙資料をご参照ください。 

※マイページからの求人申込みを希望する場合は、管轄安定所にご相談ください。 

※ハローワークインターネットサービスで求人票の公開を希望する場合は、オンライ

ン自主応募受付可否を選択ください。 

（２）求人票の返戻 

安定所では、求人申込書（大卒等）を受理すると、求人票を作成したうえで、返戻しま

す。返戻された求人票は保管しておいてください。 

求人は、各ハローワークおよびインターネット等で４月１日以降に公開されます。 

（３）大学等への求人申込み（求人票の写しを送付） 

返戻された求人票の写しを送付または持参ください。 

（４）求人票のインターネットによる公開について 

インターネット公開希望求人については、全国の大学等および学生に「ハローワークイ

ンターネットサービス」を通じて求人情報を提供しています。



 

  

令和８年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について  
（申合せ） 

 

 

大学、短期大学及び高等専門学校（以下、「大学等」という。）は、経済・社会構造が 大きく変化

している状況の中で、未来を担い拓く学生に高い学力と豊かな人間性を身につけさせた上で、社会

に送り出す社会的使命を負っている。その責務を果たすためには、学校教育の充実と学生の学修環

境を確保することが不可欠である。 

 その理念の下、国公私立の大学等で構成する就職問題懇談会は、就職・採用活動が多様化してい

る中で、学生が自己の能力や適性に応じて適切に職業を選択できるようにするための検討を行い、

政府に対し就職問題懇談会としての考えを伝え、令和 6 年 12 月に政府が 公表した「2026 年度卒

業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」にも反映された。  

このような流れを踏まえ、就職問題懇談会では、令和８年度の大学等卒業・修了予定者に係る就

職・採用活動に関し各大学等が取り組む事項について下記のとおり申し合わせを定めた。 

 この申合せを行うに当たり、各大学等においては、全教職員が協力し、全学的にこれを実行する

よう努める。  

なお、就職活動の秩序維持に関して、各大学等が取り組むだけでなく、就職問題懇談会としても

企業及び求人広告会社やその他就職支援サービス会社等に対し協力要請を行う。  

 

記  

 

１．各大学等は、就職・採用選考活動に関する本申合せの大きな目的が、我が国の持続的な発展の基盤

となる人材育成という視野に立ち、学生の学修時間の確保や留学などの多 様な経験を得る機会の確

保など、学生の学修環境の整備であることを再度認識する。その上で、各大学等は、学事暦に十分

に配慮し、以下の就職・採用選考活動日程を遵守するとともに、企業等に対して、その遵守を要請

する。  

なお、海外留学や教育実習に取り組む学生も考慮して、多様性に配慮した広報活動及び採用選考

活動を実施することを企業等に要請する。  

また、卒業・修了後であっても新卒採用に応募を可能とすることも要請する。  

［就職・採用選考活動日程］ 

 Ⅰ．内容  

下記の就職・採用活動日程ルールを原則とする。 

 ・広報活動開始ⅰ ： 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降  
（ここでいう広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報などを学生に対して広く発信していく活動を指す）  

・採用選考活動開始ⅱ ： 卒業・修了年度の６月１日以降 

 ・正式な内定日    ： 卒業・修了年度の１０月１日以降  

 それに加えて、以下のⅡ．の人材については、 

(i) 卒業・修了年度に入る直前の春休み以降のタイミングで、産学協議会が令和 ４年４月に

まとめた学生のキャリア形成支援活動（４類型）のタイプ３ⅲのうち専門活用型インタ

ーンシップを活用すること、かつ  

(ii) インターンシップ後の採用選考を経ること  

により、６月の採用選考開始時期にとらわれないこととする。  

 

Ⅱ．対象 

 対象となる人材については、タイプ３のうち専門活用型インターンシップを通じて判断される者

とする。  

 

２．各大学等は、就職・採用選考活動に関し、学生に対して、関連情報の周知や情報提供に努めると

ともに、個別の相談や指導等を行い、企業等に具体的な対応を要請する必要がないか確認するなど、

きめ細かな支援を行う。  

 

３．各大学等は、採用選考において学生の留学経験を含めた学修成果や学業への取組状況 を適切に評

価するよう企業等に要請するとともに、学生が自らの学修成果等を企業等に対して容易に説明でき



 

  

るよう、企業等において適切な評価に資する情報・資料を、積極的に提供するように努める。  

 

４．各大学等は、インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の本来の趣旨に

鑑み、その教育的効果を高めることに努める。特に、インターンシップ実 施に当たって要件が定

められていることを踏まえ、「企業説明会」等を「ワンデーイン ターンシップ」などと称して実施

することがないよう留意する。なお、一定の要件を満たしたインターンシップで取得した学生情報

は、原則として広報活動・採用選考活動開 始以降に使用できるが、それ以外は使用できないこと

を企業等に要請する。なお、令和 ７年度以降の卒業・修了予定者に関しては、タイプ３のうち専

門活用型（２週間以上） かつ卒業・修了年度に入る直前の春休み以降に実施されるインターンシ

ップを通じて高い専門的知識や能力を有すると判断された場合については、例外的な取扱いとなる

場合があることに留意する。  

 

５．各大学等は、学生が求人広告会社やその他就職支援サービス会社を利用するに当たっては、新卒

採用サービスの多様化に伴い、学生がその特徴を十分に理解した上で、業界 ・企業の十分な研究

を通じて、適切な利用方法により、進路を検討するよう学生へ周知 ・指導する。なお、就職・採

用選考活動の早期化を増長させないよう、学内での案内に も十分に留意する 

 

 

 
１． 就職・採用選考活動の円滑な実施  

（１）就職・採用選考活動日程に関する留意事項  

大学等は、就職・採用選考活動の日程及びそれに付随して実施される「企業説明会」、「学校推

薦」、「正式内定開始日」について、以下の取扱いを遵守する。 

 ① 「企業説明会」の取扱い  

企業等が採用を目的として、事前に採用予定数や選考日程などの採用情報を広く学生に発

信する「企業説明会」に対する会場提供や協力については、卒業・修了前年度３月１日以降

とする。また、「ワンデーインターンシップ」などと称して、 就業体験を伴わず、実態とし

て特定の企業等の説明にとどまるプログラムとならないように留意する。  

② 学校推薦の取扱い  

学校推薦は、卒業・修了年度の６月１日以降とする。  

③ 正式内定に至るまでの対応  

学生が正式内定に至るまで、いたずらに複数の内々定を保有した状態を継続することがない

よう誠意ある対応に努めることを指導するとともに、９月３０日以前の内々定は学生を拘

束するものではない旨を周知徹底する。  

 

（２）学生への周知・情報提供 

 ① 就職・採用選考活動に関して注意すべき点の十分な周知  

各大学等は、学生が混乱することのないよう、就職・採用選考活動の時期等について、その

趣旨を含めて、学生に対して十分に周知する。特に、採用選考活動が授業期間と重複するス

ケジュールであることを踏まえ、学生個々の学業と採用選考関 係の日程が重複する場合に

は、採用選考関係の日程調整に関して企業等に相談することが可能であることを周知・指導

する。 

 ② 留学や教育実習等を希望する学生への周知  

各大学等は、留学や教育実習等を検討している学生には、企業等が様々な募集機 会を設け

ることについて、積極的に検討するよう依頼しているとともに、そうした機会を提供してい

る場合には、企業等が情報発信するよう求めていること等を周知 ・指導する。  

③ 就職関連情報の積極的な提供 学生が進路選択する際の検討に資するため、各大学等は、特定

の企業等に偏らない様々な企業等に関する情報や、学部・分野別の就職実績等に関する情報

の積極的な提供に努める。また、海外への留学や外国人留学生の受入れを積極的に進めてい 

る大学等は、日本人海外留学者ⅳや外国人留学生に対し、企業等での採用に関する情報をイ

ンターネットなどの多様な通信手段も活用して積極的に提供し、就職活動において不利にな

らないよう配慮する。  

具体的取組 



 

  

 

（３）学修成果等に関する情報の提供 

 各大学等は、学生の卒業・修了前年度までの留学経験を含めた学修成果や学業への取組状況

を学生が企業等に対して容易に説明ができるよう、企業等にとって確認 ・閲覧しやすい形

（例えばｅポートフォリオやディプロマ・サプリメント等）で提 供するなど、学修成果等の

適切な評価に資する情報・資料の提供に取り組む。 

  

（４）相談体制の充実 

就職活動中の学生には、企業等からなかなか内々定がもらえないといったことや、 企業等の

職員からのハラスメントなど、あってはならないことが過去に起こっていることから、ガイダン

スなどを通じてあらかじめ学生に注意喚起するとともに、これらに学生が巻き込まれた場合に適

切な対応ができるよう、既存の就職支援窓口の充実や学生支援担当者の意識啓発を進める。  

 

（５）障害のある学生への対応 

各大学等は、障害のある学生に対して、福祉的支援も含めた就職における多数の 選択肢の存

在や社会資源に関する情報を効果的に収集・提供するとともに、企業や学外機関と連携し、就職

先の開拓や障害学生向け求人情報の提供などの募集及び採 用に関する情報を積極的に提供する。

また、スムーズな就職活動の実施につなげるため、障害学生支援の担当部署とキャリアセンター

等が有機的に連携することが望まれる。 

 

 ２．就職・採用選考活動の公平・公正の確保について  

（１）インターンシップに係る大学の関与と学生への周知  

インターンシップとは、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支 援に係る取組

の推進に当たっての基本的考え方」（以下、「三省合意」という。） では「学生がその仕事に就く

能力が自らに備わっているかどうか（自らがその仕事で通用するかどうか）を見極めることを目

的に、自らの専攻を含む関心分野や、将来のキャリアに関連した就業体験（企業の実務を経験す

ること）を行う活動（但し、学生の学修段階に応じて具体的内容は異なる）」とされていること

から、大学等の 教育・学生のインターンシップを始めとするキャリア形成支援の一環として、

各大学等が積極的に関与する。各大学等が実施に関わる場合は「三省合意」を踏まえⅴ、適切な

実施を徹底する。 

 学生に対しては、インターンシップは原則として就職・採用選考活動そのものではないとい

うことを周知する。また、「ワンデーインターンシップ」などと称して、実質的に就業体験を伴

わず業務説明の場となっているものについては、インターン シップではない旨を周知する。 

 加えて、実質的に業務説明の場となっているインターンシップと称するものへの参加を理由

に授業等を欠席することは認めないことが望ましい。  

 

（２）企業がインターンシップ等で取得した学生情報の取扱い  

各大学等は、企業等が一定の要件を満たしたインターンシップで取得した学生情報を、原則とし

て３月以降は広報活動に、６月以降は採用選考活動に使用できることを周知する。その際、企

業等が一定の要件を満たしていないにもかかわらず「インターンシップ」と称したプログラム

を実施し、取得した学生情報を広報活動・採用選考活動に使用しようとしていないか等につい

て留意する。また、卒業・修了年 度に入る直前の春休み以降に実施されるタイプ３の専門活用

型インターンシップについては、取得した学生情報を例外的に３月以降の採用選考活動に使用

できることに留意する。  

なお、広報活動・採用選考活動の開始期日以降に実施されるインターンシップを始めとするキ

ャリア形成支援に係る取組で、あらかじめ広報活動・採用選考活動の 趣旨を含むことが示され

ている場合は、この限りではない。 

  

３．その他の事項について  

（１）求人広告会社やその他就職支援サービス会社の利用  

各大学等は、学生が求人広告会社やその他就職支援サービス会社を利用した就職活動を行う際に

は、それらが本申合せを遵守したサービスであることを確認するとともに、学生がそれぞれのサ

ービスの特徴を十分に理解した上で利用するように指導し、学生が学業と就職活動を両立できる



 

  

環境の確保に努める。なお、就職・採用選考活動の早期化を増長させないよう、学内での案内に

も十分に留意する。  

 

（２）各大学等における職員採用の対応  

企業等への就職・採用選考活動のみならず、各大学等における職員採用においても、本申合せを

踏まえた対応を行う。  

 

（３）本申合せの周知と対応  

各大学等は、本申合せの内容について、学内の教職員はもとより、学生への周知徹底を図り、

学生に不安と混乱が生じないよう適切に対応する。  

また、我が国の持続的な発展の基盤となる人材育成という視野に立ち、企業等に対しても、本

申合せの内容の周知を図る。各大学等による企業等への直接的な要請は本申合せの趣旨の理解促

進に極めて重要であるため、各大学等は主体的に上記に 取り組み、一層の周知徹底に努める。  

本申合せの内容に関して、企業等や求人広告会社やその他就職支援サービス会社等において不

適切な取組が行われていることを各大学等が確認した場合には、必要に応じて、各大学等におい

て、今後の学生に対する指導等の際に、当該企業等に関する情報として共有する。  

さらに、悪質と思われる事案については、各大学や関係団体、就職問題懇談会等において情報

共有し、課題として検討することなどを通じて、大学等全体として、学生の学修環境の確保と就

職活動の秩序維持に努める。  

 

  



 

  

令和８年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について 

（企業等への要請） 

 

就職問題懇談会は、我が国の持続的な発展の基盤となる人材育成という視野に立ち、未来を担い拓く

学生が大学等において学問をしっかりと修めることが、社会や企業等に とっても重要であり、企業等が

学生に対する採用活動について共通認識を持つことが不 可欠であると考える。このため、学生が安心し

て学業に専念でき、かつ、企業等が学修 成果を適切に評価できるよう、学修環境の確保を前提とした採

用選考活動を実施していただきたく、以下の点を要請する。  

 

（１）就職・採用選考活動開始時期の遵守  

大学等の学事暦に十分配慮し、以下の就職・採用選考活動日程を遵守すること。 

 ［就職・採用選考活動日程］ 

 Ⅰ．内容  

下記の就職・採用日程を原則とする。  

・広報活動開始ⅰ   ： 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降  
（ここでいう広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報などを学生に対して広く発信していく活動を指す）  

・採用選考活動開始ⅱ ： 卒業・修了年度の６月１日以降  

・正式な内定日    ： 卒業・修了年度の１０月１日以降  

それに加えて、以下のⅡ．の人材については、  

(i) 卒業・修了年度に入る直前の春休み以降のタイミングで、産学協議会が令和４年４月にま

とめた タイプ３ⅲのうち専門活用型インターンシップを活用 すること、かつ 

 (ii) インターンシップ後の採用選考を経ること  

により、６月の採用選考開始時期にとらわれないこととする。  

Ⅱ．対象  

対象となる人材については、タイプ３のうち専門活用型インターンシップを通じて判断される者と

する 。 

Ⅲ．留意事項  

Ⅰ及びⅡの実施に当たっては、 

 （ａ）透明性確保のため、Ⅱ．の人材を求めるためにインターンシップを実施する企業は、以

下の内容を含む事項をＨＰ等で公表する。 

 １）産学協議会(令和４年４月))に準拠したタイプ３のインターンシップの情報開示要件  

a.プログラムの趣旨(目的)  

b.実施時期・期間、場所、募集人数、選抜方法、無給/有給等  

 c.就業体験の内容（受入れ職場に関する情報を含む） 

 d.就業体験を行う際に必要な能力 

 e.インターンシップにおけるフィードバック 

 f.採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生情報を活用する旨

（活用内容の記載は任意）  

注）ここでいう「採用活動開始」の時期については、専門活用型インターンシップの実

施により６月より前に採用選考を開始する場合には、その時からとする。 

 g.当該年度のインターンシップ実施計画（時期・回数・規模等） 

 h.インターンシップに係る実績概要（過去２～３年程度） 

 i.採用選考活動等の実績概要  

２）その他の開示要件 

 j.就業体験を行う際に学生に求める大学における学修成果水準（GPA 等）  

k.就業体験を行う際に学生に求める専門的能力  

l.参考情報として、新卒一括採用に係る採用計画（採用人数等） 

 （ｂ）多様な人材の活躍を促すため、実施企業は、新卒学生のみならず、博士課 程学生、既

卒学生、海外からの日本人及び外国人留学生など多様な人材にも、同様のインターンシ

ップ、採用選考の機会を設ける。  

（ｃ）実施企業は、学生の専門性や能力に応じ、就業後におけるその学生のキャリアパスが適

切に形成されることに配慮して、採用を行う。  

 



 

  

学生の採用選考に当たり、求人広告会社やその他就職支援サービス会社を利用する際も、

本要請を遵守したサービスであることを確認した上で利用すること。  

また、採用選考活動開始前の早期の段階で採用の内々定を出すことや、「早期選考」等と称

して採用選考活動開始前に採用選考活動を実施することは学生の学修環境に強い影響を及ぼ

すこととなるので、実施しないこと。 

なお、海外留学する学生もいることから、上記の就職・採用選考開始時期以降に長期にわ

たって積極的に広報活動及び採用選考活動を実施するとともに、卒業・修了した学生に対し

ても同様の活動を行うこと。  

 

（２）採用選考活動における学業成果等の評価  

卒業・修了前年度までの学修成果や学業への取組状況を表す書類(例えば成績証明書や履

修履歴等)を選考の早期の段階で取得したり、学生が提出する学修成果等に関する資料（例

えばｅポートフォリオやディプロマ・サプリメント等）を採用面接等において積極的に活

用することにより、留学経験を含む学生の学修成果等を適切に評価すること。  

 

（３）学生の学業等への配慮  

就職活動が一部で早期化、長期化し、学生が本分である学修時間等を確保しながら安心

して就職活動に取り組める環境を損なう事象が生じていることから、学生の学業の妨げと

なるような採用選考活動を実施しないこと。企業等が学期期間中に採用選考活動を実施す

る場合には、以下の点に配慮すること。  

① 授業、試験、留学、教育実習等と採用選考活動が重複しないかあらかじめ学生に確認し、

必要に応じて個別的な採用選考日時の変更など必要な対応を明示的 に行うこと。また、

土日祝日や平日の夕方を活用するほかインターネットなどの多様な通信手段も取り入れ

るなど、学生の学修環境を損なうことのないよう 極力柔軟に対応すること。  

② 大学等の所在地や学生の居住地が遠方である場合などには、多様な通信手段を 活用し

て採用選考活動を行うなど、採用選考において不利とならないよう配慮すること。 

 多様な通信手段を活用した採用選考活動を行う際には、学生の通信環境を考慮した対

応として、通信環境が整わない学生が不利益を被らないよう配慮し、音声・映像が途切

れた場合の対応をあらかじめ明示すること。また、学生が準備する時間を確保するため、

通信手法について余裕をもって連絡すること。  

 

（４）多様な学生への選考機会の提供  

国際的な人材獲得競争が展開される中で、日本人海外留学者ⅳや外国人留学生が、就

職活動で不利になるとの認識が生じないよう、日本人海外留学者や外国人留学生のみを

対象とする採用選考等の取組を各企業等の必要に応じて行い、取組を行っている企業等

は、様々な募集の機会についてインターネットなどの多様な通信手段も活用して積極的

に周知・広報すること。 

 また、障害のある学生の就職希望者数が増加する中で、障害のある学生が就職活動 

で不当な差別的取扱いとならないよう、大学等と連携して障害学生向け求人情報を提供

する等、募集及び採用に関する情報の公表を積極的に行うとともに、障害者の雇用の促

進等に関する法律の趣旨等を踏まえ、障害のある学生からの申出により、過重な負担に

ならない範囲で障害の特性に配慮した必要な措置を講じる等、適切に対応すること。  

 

（５）雇用機会均等、職業選択の自由を妨げる行為等の抑制、公平・公正な採用の徹底労働

施策総合推進法、男女雇用機会均等法、同法指針の趣旨等にのっとって採用選考活動を

行うこと。特に、総合職採用における女子学生や、前述の障害のある学生への配慮、あ

るいは学生が持つ多様性の尊重など、適切に対応すること。 

 また、必要な人材確保に熱心になるあまり、例えば  

① 正式内定開始日前に内定承諾書、誓約書をはじめとした内定受諾の意思確認書類の

提出要求 

② ６月１日以降の採用選考時期に学生を長時間拘束するような選考会、研修及び行事

等の実施  

③ 自社の内(々)定と引換えに、他社への就職活動を取りやめるよう強要すること 



 

  

④ 自由応募型の採用選考において、内(々)定と引換えに大学等あるいは大学教員等か

らの推薦状の提出を求めること  

⑤ 業務性が強い研修について、内定や内々定を辞退した場合に研修費用の返還を求め

ること。  

など、学生の職業選択の自由を妨げる行為や、学生の意思に反して就職活動の終了を

強要するようなハラスメント的な行為（いわゆる「オワハラ」）は厳に慎むこと。           

また、その実効性を担保するため、学生が相談できる窓口を設けるなど学生からの 

苦情・相談を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。     

加えて、採用選考活動に携わる人事担当者等が、就職をしたいという学生の弱みに 

付け込んで、性的な言動や人権を侵害するような行為をすることがないよう、当該人 

事担当者等への適切な事前指導・教育を行うこと。また、採用選考活動等で差別的な

取扱いが行われないよう、学生に対して、就職差 別につながる恐れのある項目を含む

「会社指定書類（エントリーシート等を含む）」、「戸籍謄（抄）本」、「住民票」等の提

出を求めないこと。面接においても同様に就 職差別につながる恐れのある内容の質問

等をしないこと。  

さらに、就職活動において書類を徴収するに際しては、学生の個人情報の取扱い等 

に留意し、第三者に提供すること等を想定しているのであれば、その使途を明確に事 

前周知し、学生が同意したくない場合には拒否できるような仕組みを設けるとともに、 

あらかじめ示された必要書類以外のものを選考の最終段階や内々定後に求めることが 

ないように、必要書類を含む採用選考情報をあらかじめ明示すること。  

 

（６）インターンシップ等の適切な実施  

インターンシップとは、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援  

に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」（以下、「三省合意」という。）では 

「学生がその仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか（自らがその仕事で通用 

するかどうか）を見極めることを目的に、自らの専攻を含む関心分野や、将来のキャ 

リアに関連した就業体験（企業の実務を経験すること）を行う活動（但し、学生の学 

修段階に応じて具体的内容は異なる）」とされており、その実施に当たっては、「三省

合意」を踏まえⅴ、適切に実施すること。  

インターンシップ等の実施に当たり、特に以下の点について留意すること。  

① インターンシップ等は原則として、広報活動や採用選考活動そのものではない。 

令和５年度以降に実施するインターンシップには、就業体験要件や指導要件等、 

一定の要件が定められていることから、既存のプログラムが要件を満たしている 

かを確認するとともに、要件を満たさない場合には「インターンシップ」と称し 

て実施することは厳に慎むこと。特に、実質的に就業体験を伴わず業務説明の場 

となっている「ワンデーインターンシップ」などと称した行事は、就業体験要件 

や実施期間要件を満たしていないことが明らかであるため、見直しを図ること。 

また、インターンシップ等に参加する学生を求人広告会社やその他就職支援サービ

ス会社を利用して公募する際は、本要請を遵守したサービスであることを確認した

上で利用すること。  

② インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の教育的効果を

高めるため、大学等との連携の下実施すること。  

③ 学生の学業を妨げることがないようインターンシップ等の実施時期に十分配慮し、

原則として長期休暇の活用など学事日程に十分配慮して実施すること。ただし、大

学の正規の教育課程としてのインターンシップはこの限りではない。  

④ 一定の要件を満たしたインターンシップで取得した学生の個人情報は、原則とし 

て、３月以降は広報活動に、６月以降は採用選考活動に使用できる。なお、令和 

８年度卒業・修了予定者を対象とし、広報活動・採用選考活動の開始期日以降に 

実施されるインターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組で、

あらかじめ広報活動・採用選考活動の趣旨を含むことが示されている場合には、こ

の限りではない。 

 ⑤ また、令和７年度以降の卒業・修了予定者を対象とし、卒業・修了年次に入る直 

前の春休み以降に実施されるタイプ３の専門活用型インターンシップについては、



 

  

取得した学生情報を例外的に３月以降の採用選考活動に使用できることに留意する。  

 

 

（７）学生の健康状態への配慮  

採用選考活動の実施時期が梅雨や夏季に当たるため、学生のクールビズ等の取扱 

いを明示することで、学生の健康面に配慮すること。  

 

（８）卒業・修了後３年以内の既卒者の取扱い 個々の学生の置かれた状況は様々である

ため、意欲や能力を有する若者に応募の 機会を広く提供する観点から、「若者雇用

促進法」に基づく指針ⅵの趣旨を踏まえつつ、自社の実情や採用方針にのっとって、

大学等の卒業・修了者が、卒業・修了後少なくとも３年間は新規卒業・修了予定者

の採用枠に応募できるような募集条件を設定するなど、適切な対応に努めること。  

 

（９）本要請の周知と対応 企業及び経済団体・業界団体等においても、本要請の周知・

理解の促進と、それを踏まえた適切な採用選考活動の実施に努めること 

 
 

（用語解説） 

 ⅰ 広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報などを学生に対して広く

発信していく活動を指す。 開始期日の起点は、自社の採用サイトあるいは求人広告会社やその他

就職支援サービス 会社の運営するサイト等で学生の登録を受け付けるプレエントリーの開始時点

（令和８ 年度卒業・修了予定者は令和８年３月１日）とする。また、会社説明会などのように、

学生が自主的に参加又は不参加を決定することができるイベントは、その後の選考活動に影響し

ない旨を明示するとともに、学事日程に十分 配慮すること。 

 開始期日前は、ホームページにおける文字や写真、動画などを活用した情報発信、文書や冊子等

の文字情報によるＰＲなど、不特定多数に向けた情報発信にとどめ、学生情報の取得や学生情報

を活用した活動は行わないこと。  

（広報活動日程を事前に公表することは差し支えない。）  

なお、求人広告会社やその他就職支援サービス会社は、開始期日の前後を問わず大学の授業・試

験期間を十分に配慮したサイト等の運営に留意すること。求人広告会社やその他就職支援サービ

ス会社とは、従来の就職情報会社のみならず、学生の就職支援サービスに関わるすべての民間企

業・団体を指す。 

 

 ⅱ 採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動を指す。具体的

には、選考の意思をもって学生の順位付け又は選抜を行うもの、あるいは、当該活動に参加しな

いと選考のための次のステップに進めないものであり、こうした活動のうち、時間と場所を特定

して行う面接や試験などの活動を指す。  

 

ⅲ タイプ３とは、キャリア形成支援の４つのタイプのうちの一つ。  

・タイプ１（オープン・カンパニー）：主に企業・就職情報会社や大学キャリアセンター等が主催す

るイベント・説明会を想定。  

・タイプ２（キャリア教育）：主に企業が CSR として実施するプログラムや、大学等 が主導する授

業・産学協働プログラム（正課・正課外を問わない）を想定。 

 ・タイプ３（汎用的能力活用型インターンシップ、専門活用型インターンシップ）：主に企業単独、

大学等が企業あるいは地域コンソーシアムと連携して実施する、適性・ 汎用的能力ないしは専門

性を重視したプログラムを想定。  

・タイプ４（高度専門型インターンシップ）：文部科学省を中心に試行的に実施している「ジョブ型

研究インターンシップ」や、「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」で検討している「高度

な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ」 が該当。  

このうち、(a)就業体験要件、(b)指導要件、(c)実施期間要件、(d)実施時期要件、(e)情報開示要

件の５つを満たすタイプ３及びタイプ４のみをインターンシップと称 することとし、令和６年

度の卒業・修了予定者から当該インターンシップで得られた 学生情報の活用が可能とされた。  



 

  

 

 ⅳ 令和８年度卒業・修了予定者のうち、留学期間が就職・採用選考活動の日程と重複する者など。  

 

ⅴ 令和４年４月に一般社団法人日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成される

「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」において「学生のキャリア形成支援に係る産学協働

の取組み」が４つの類型に整理されたことを踏まえ、令和４年６月に政府の「三省合意」が改正さ

れ、インターンシップの定義の見直しが行われている。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sangaku2/20220610-mxt_ope01_01.pdf 

 
 ⅵ 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業

者等その他の関係者が適切に対処するための指針」（平成 27 年厚生労働省告 示第 406 号 
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記検定講座（社外講習）、管理職講習  等 

業務に資するものとして会社が認めた資格について取得費用の全額補償 

入社直後、入差は３年目等の節目に人事担当者によるキャリア等に関する相談を実施 
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Ⅶ 求人者の方へのお願い 

 

１ 紹介と選考 

（１）紹介の斡旋と手続き 

① 中学・高校生については、応募の前に職場見学を薦めていますので、学校担当者より連絡があ

りましたら、ご配慮をお願いします。 

② 中学の県内向求人の場合、管轄の安定所から応募書類（中学職業相談票乙）に、紹介状を添え

て１月上旬以降当該求人者へ送付します。応募書類が送付されましたら、選考日をできるだけ早

く直接学校へ連絡してください。 

③ 中学の県外向求人の場合、他都道府県安定所から管轄の安定所を経由して、応募書類を当該求

人者にお渡しすることになっていますが、現地出張選考を実施される場合は、他都道府県の安定

所から直接当該求人者にお渡しすることもあります。 

④ 高校求人については、学校から直接求人者に応募書類（統一応募書類）が送付されます。応募

書類が送付されましたら選考日をできるだけ早く学校へ連絡して下さい。 

⑤ 高等学校等卒業予定者の応募については、高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス等で閲覧できるた

め、推薦依頼校以外からも応募者が出る場合もあると思いますが、依頼校でないという理由で拒

否せず選考の対象として下さい。 

 

（２）採用選考と採否通知 

 ① 選考方法 

   新規学校卒業者の採用選考は、書類のみによる選考だけでなく、現地（出張）選考、呼出選考

などにより面接試験等も実施して下さい。 

 ② 応募者は、採用通知を待っています。選考結果の通知が遅れますと他へ再応募することにもな

りかねませんので、十分ご配慮下さい。特に、高等学校等卒業予定者については 10 月まで複数

応募が禁止されており、選考結果によっては通知の遅れが応募者にとって大変不利益となる場合

があります。また、新規学校卒業者を紹介した安定所及び学校においても、選考結果を把握する

必要がありますので、速やかに採否結果を書類にて通知して下さい。（概ね7日以内） 

   なお、不採用通知には応募者が納得できるよう、明確な理由を付して下さい。このほか、採用

選考上のチェックポイントについては５～７ページを参照してください。 

 ③ 中卒者を採用（内定）された場合は、「採否結果通知書」により管轄安定所及び紹介安定所へ

報告してください。高卒者を採用（内定）された場合は「新規高等学校卒業者の採用（内定）決

定状況報告書」により管轄安定所へ報告してください。安定所では、新規学校卒業者を対象とし

た求人の充足状況を把握し、未充足求人のその後の斡旋、入職後の職場適応指導等の基礎資料と

して活用しています。 

 ④ 求人が充足した場合は、求人申込書を提出した安定所にその旨連絡してください。 

 

 

 



 

 

（３）大学等卒業者の応募等について 

   求人に対して大学等・安定所で応募者が決まりますと、求人事業所に紹介（推薦）し、選

考していただくことになりますが、求人申込みをしていない大学等の学生も、求人の申込み

をした大学等の学生と同様に応募の機会を与えて下さい。 

 

２ 適正な求人条件、受入体制の確立 

新規学校卒業者を採用しようとする求人は、その仕事の内容や労働条件が新規学校卒業者に

適当なものであり、また就職者が職場で、その能力を十分に発揮できるよう受入体制が整備さ

れたものでなければなりません。そのためには、次の点を明らかにした上で申込みをして下さ

い。 

（１）求人職種の仕事の内容が明らかであること。 

（２）男女に均等な雇用機会を与えること。 

（３）労働条件が労働基準法の規定に違反していないこと。さらにその条件の向上改善に努力

すること。 

（４）就業規則（従業員10人以上）を作成していること。 

（５）社会保険の加入、退職金制度（退職金共済制度を含む）の確立をしていること。 

（６）定期的に健康診断を実施し、従業員の健康管理に注意していること。 

（７）教育訓練、指導育成について、積極的な配慮があること。 

（８）福祉施設等について、充分な配慮とその向上について努力していること。 

（９）高校定時制、通信制の課程、大学二部（夜間）通信制等への学習の機会を積極的に与え

ていること。 

（10）適正な労務管理がなされ、責任体制が明確であること。 

   なお、採用決定（内定）された高校生に対して、入職時までに自動車免許の取得を強制

しないで下さい。 必要な場合には、学校とよく相談して下さい。 

 

３ 障害がある生徒の採用にご理解を 

障害がある生徒の就職あっ旋について安定所では、種々配慮し努力しており、積極的な採用

をお願いします。 

 身体に関する条件については、採用職種の作業内容からみて、どうしても不可となる具体

的な条件のみを示して下さい。その具体的な理由を聞かせていただきますが、単に「身体に障

害のある人は困る」とか「四肢健全であること」などの条件を示すことは、障害者に対する差

別であり、障害者の雇用の促進等に関する法律によって求人を受理しないことがあります。 

 

４ 男女雇用機会均等法について 

男女雇用機会均等法の趣旨は、労働者が、性別にかかわらず、雇用の分野において均等な機

会を得、その意欲と能力に応じて均等な待遇を受けられるようにすること、企業の制度や方針

において、労働者が性別を理由として差別を受けることをなくしていくことにあります。 

新規学卒者の募集・採用に当たっては、男女雇用機会均等法を遵守いただき、均等に門戸を



 

 

開き公正な選考をお願いします。 

 

（１）均等法第５条（性別を理由とする差別の禁止） 

事業主は、労働者の募集及びに採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与え

なければなりません。 

① 募集又は採用に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。 

② 募集又は採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること。 

③ 採用選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について

男女で異なる取扱いをすること。 

④ 募集又は採用に当たって男女のいずれかを優先すること。 

⑤ 求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、男女で異なる取扱いをす

ること。 

 

（２）均等法第７条（募集・採用にかかる間接差別の禁止） 

実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として省令で定める次の2つの措置

について合理的な理由がない場合、間接差別として禁止されています。 

① 労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること。 

② コース別雇用管理における総合職の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤

に応じることができることを要件とすること。 

（注）なお、省令で定めるもの以外については、均等法違反ではありませんが、裁判にお

いて間接差別として違法として判断される可能性があります。 

 

（３）均等法第８条（女性労働者に係る措置に関する特例） 

「女性のみ」、「女性優遇」の措置は禁止されますが、過去の女性労働者に対する取扱いな

どが原因で雇用の場に生じている男性との事実上の格差を解消する目的で行う措置（女性労

働者の割合が４割を下回っている職種への募集・採用や配置などに際して女性を有利に取り

扱うこと等）については、法に反しないことが明記されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ハローワークは貴社の人材確保を
全力でサポートします

人材確保でお困りのことはありませんか？

ハローワークでは、貴社のお悩みに応じたサポートを行います。
人材確保に関するご相談は、いつでもハローワークへ。

■ 全国の拠点は500か所以上。年間の新規求職者数は約400万人超。

■ 全国で転職した方の５人に１人がハローワーク求人から。
※民間サイト、求人誌等含む。 ※厚生労働省「雇用動向調査」より

■ 月間アクセス数7000万件超の「ハローワークインターネットサービス」に
求人を公開できます。

■ 就職面接会、会社説明会・見学会などを開催。

■ 欲しい人材に届く「会社の魅力が伝わる求人」へハローワークがサポート

■ 各種助成金もご案内します

■ サービスはすべて無料。まずはハローワークにご相談を。
※オンラインサービスもあります（詳細は裏面をご覧ください）

ここがスゴイ！ハローワーク

事業主の皆さまへ

都道府県労働局・ハローワーク

色々なところに求人を出しても、求職者に選んで
もらえない。

そもそも、うちの条件は他と比べてどうなの？

同じような求人に見えるのに、他社は採用でき
ているのはなぜ？
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オンラインによるサービスも充実

■ハローワークインターネットサービス
「求人のお申し込み」、「求人者マイページ」の開設

お問い合わせ先

※ナビダイヤルのため、通話料がかかります。
※ご利用の電話回線によっては、接続できない場合があります。

電話番号：0570-077450 受付時間 平日9:30～18:00 (年末年始、祝日除く)

ハローワークインターネットサービスで求人者マイページを開設すると、オンラインで
求人のお申し込みができます。

■ポイント１ まずは求人者マイページを開設

マイページを開設すると、以下のサービスがご利用いただけます。

①ハローワークインターネットサービスで求人を見た方からの直接応募が可能に
②ハローワークからの紹介もオンラインで受けることができます
③求職情報を公開している求職者へ、直接アプローチできます
※いずれの場合も、求職者もマイページを開設している必要があります。

■ポイント２ マイページ開設で充実したサービスが利用可能に

求人者マイページ上で選考結果の登録や、応募者とのメッセージのやりとりなどができ、
採用事務を効率的に進められます。

■ポイント３ マイページ利用で採用事務が効率的に

よりよい人材を確保するためには、地域の労働市場の状況等をよく知る専門機関・ハロー
ワークにご相談いただくことが効果的です。希望する人材の確保に向けた提案を行います。

■ポイント４ まずはハローワークを使ってみる

ハローワークインターネットサービス 検索
【URL】
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

■操作方法に関するお問い合わせ
「ハローワークインターネットサービス」や「求人者マイページ」の操作方法に関する
お問い合わせ

メール： helpdesk@hd.hellowork.mhlw.go.jp

■全国のハローワーク所在地
【URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/

hellowork.html#whereishellowork



求人申込みには、

求人者マイページ の活用をご検討ください！

LL041110首01
都道府県労働局・ハローワーク

「求人者マイページ」とは？

求人者サービスをオンライン上で受けられる事業主向け専用ページです。ハローワークにメールアドレ

スを登録後、パスワードを設定するだけで簡単に開設できます。

ハローワークをご利用の求人者の皆さまへ

メリット①：いつでも、どこでも求人申込みができます！

パソコン・スマートフォン等から求人申込みできるので、
在宅勤務や出張等で事業所にいなくても登録が可能です。

メリット②：職場の風景、自社製品等をPRできます！

求人票だけでなく、自社のPR画像を公開することができます。
仕事の特徴や魅力を伝えることで、求職者のイメージアップ、
応募につなげていくことが可能です。

メリット③：求職情報を検索し、「リクエスト」ができます！

ハローワーク求職者の情報を検索し、求職者の方へ「リクエスト」
ができるので、積極的な採用活動を行うことが可能となります。

※ 「リクエスト」とは、公開された求職情報を求人者が見て、自社の求人に応募してほしい求職
者を選定し、応募の検討を依頼するものです。

※ ハローワークに登録している求職者のうち、経歴、専門知識、資格や希望条件など求職情報を
求人者にＰＲ（公開）することを希望している方々の情報（氏名、連絡先などの個人が特定され
る情報を除く）を検索できます。

※ 有効中の求人がある場合に利用できます。

メリット④：過去に出した求人データを活用（転用）できます！

過去の求人履歴を利用して新たな求人申込みができるため、求人
情報を自社で保存する必要がなく、管理もしやすくなります。

※詳しくは、

最寄りのハローワークまで

お問い合わせください。

【求人者マイページの手続きはこちら】

ハローワークインターネットサービス

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

ご希望あれば、ハローワーク職員
が訪問し、開設を支援します！

【操作マニュアルはこちら】

求人者マイページ操作ガイドブック

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyuujin_mp_guidebook.pdf

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyuujin_mp_guidebook.pdf


「求人者マイページ」のご案内

＜サービス内容＞
●求人の申込み

※会社のパソコンから求人情報を入力し、求人を申し込むことができます（求人仮登録）。申込み済みの求人データを活用して
求人を申し込むこともできます。

※申込み内容は、ハローワークで確認後に受理・公開します。
※次の要件に該当する場合は、マイページでの求人情報の入力（仮登録）後、14日以内（期限日が閉庁日の場合は前開庁日まで）に

ハローワークにお越しのうえ、本登録の手続きを行う必要があります。
・マイページを通じて初めて求人を申し込む場合（窓口でマイページ開設手続きを行った場合を除く）
・2020年1月以降、初めて障害者専用求人を申し込む場合
・2020年1月以降、初めてトライアル雇用求人を申し込む場合
・2020年1月以降、初めて障害者（短時間）トライアル雇用求人を申し込む場合
・2020年1月以降、過去１年間に求人を申し込んでいない場合
・派遣・請負求人を申し込む場合
・その他、ハローワークが必要と認める場合

●申し込んだ求人内容の確認・変更や求人の募集停止、事業所情報の変更など
※申し込み内容をハローワークで確認します。

●事業所の外観、職場風景、取扱商品などの画像情報の登録・公開
※登録できる画像情報は10ファイルまでです（サイズ：１ファイルにつき２MBまで 形式：JPEG、GIF、PNG、BMP）。
※ハローワークで確認後に公開します。

●ハローワークからご紹介した求職者（応募者）の紹介状の確認、選考結果（採用・不採用）の
登録（ハローワークに連絡）

※応募者本人には、選考結果を直接ご連絡いただく必要があります。
※求人が無効となった場合 マイページでの紹介状の確認、選考結果の登録（ハローワークへの連絡）は利用できなくなりますので、
選考結果は直接ハローワークにご連絡ください。

※求職者のご紹介後、２週間経過した時点で選考結果が登録されていない場合は、「選考結果未入力通知」メールが届きます（シス
テムによる自動送信）ので、選考結果の登録をお願いします 。

●メッセージ機能（ハローワークからご紹介した求職者（応募者）とのやりとり）
※メッセージをやりとりできるのは、相手方の求職者が「求職者マイページ」を開設している場合に限られます。
※求人が有効中の場合に限り、求職者とやりとりできます。

●求職情報検索
※ハローワークに登録している求職者のうち、経歴、専門知識、資格や希望条件など求職情報を求人者にＰＲ（公開）することを
希望している方々の情報（氏名、連絡先などの個人が特定される情報を除く）を検索できます。

※有効中の求人がある場合に利用できます。
※ハローワークで求職者の希望条件など求人との適合性を判断したうえでご紹介します。当該求職者を担当するハローワーク（求職
情報詳細画面に表示されているお問い合わせ先ハローワーク）にご相談ください。

事業主の方へ

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL030131首04

＜マイページ開設手順＞
・開設を希望する方は、ログインアカウントとして使用する事業所のメールアドレスをご用
意のうえ、窓口へお申し出ください。

・窓口でメールアドレスを登録後（①）、会社のパソコンから手続き（②～⑥）をお願いします。
（「ハローワークインターネットサービス」で検索、右記バーコード、URL：https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html を入力）

パスワード登録
認証キー入力

認証キー
受信

（30分有効）

※マイページを開設するには、事業所登録が必要です。（事業所登録済みの場合はあらためての事業所登録は不要ですが、内容の確認や不足情報の把握など
させていただく場合があります。）

※上記の方法のほか、会社のパソコンからハローワークインターネットサービスにアクセスし、ログインアカウント（メールアドレス、パスワード）を登録
し、事業所情報・求人情報を入力（仮登録）後、ハローワークにお越しのうえ窓口で本登録手続きを行い、マイページを開設する方法もあります。この方
法による場合、過去にハローワークに事業所情報が登録されていることもありますので、入力開始前に最寄りのハローワークへのご相談をお願いします。

※メールの受信制限をしている場合は、パスワード登録手続きを行う前に「system@mail.hellowork.mhlw.go.jp」からの受信を許可してください。

マイページ
開設完了

登録したメールアドレスの入力
利用規約などに同意

ハローワークインターネット
サービスにアクセス
「パスワード登録」

窓口でメールアドレス
を登録

メールアドレス（控え）：

ハローワークインターネットサービス上に求人者専用の「求人者マイページ」を開設すると、

会社のパソコンから求人申込みや内容変更などのサービスをご利用いただけます。ハローワー

クの窓口でマイページの開設手続きをご案内しています。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥



＜求人者マイページの利用に当たっての留意事項＞

◆求人者マイページは、ハローワーク（公共職業安定所）およびハローワークインターネットサービスを利用して求職者の
募集・採用活動を行うことを希望する求人者を対象に、ハローワークへの事業所登録・求人申し込みの手続きなどのサービ
スを提供するものです。

◆求人者マイページを開設・利用するには、事業所所在地を管轄するハローワークで事業所登録の手続きを行う必要があり
ます。

◆求人者マイページの利用を希望する場合は、ログインアカウントとして使用する事業所のメールアドレスが必要となりま
す。ログインアカウントとして使用するメールアドレスおよびパスワードは、利用者の責任において管理し、第三者に開示、
貸与および譲渡しないでください。

◆求人者マイページを開設するに当たり、利用規約およびプライバシーポリシーの内容に承諾・同意いただく必要がありま
す。

◆有効中の求人がない場合は、求人者マイページの一部の機能（応募者管理（応募者情報の確認、選考結果の登録）、求職
情報検索、メッセージ送信など）が利用できません。

◆求人者マイページは、利用規約に定める目的の範囲内で利用するものとし、ハローワークにおける職業紹介業務の運営を
著しく妨げる行為を行った場合、マイページを「利用不可」とする場合があります。

◆ハローワークでは、通常、求職者の方をご紹介する際に、求人者に電話連絡を行っていますが、平日夜間・土曜日や連絡
がつかない場合などに、求人者にご連絡する前に、マイページ宛に、求職者をご紹介した旨が表示・メッセージ送信される
ことがあります。

◆事業所の移転などに伴い管轄ハローワークが変わる場合などは、求人者マイページ上に保有している情報は引き継がれま
せん。

◆求人者マイページの利用を停止したい場合は、求人者マイページから退会手続きを行ってください。退会手続き完了後31
日経過後に、求人者マイページ（登録情報を含む）が完全に消去されます。退会手続きを行わない場合でも、求人無効日か
ら５年以内に求人の申込みがない場合は、求人者マイページ（登録情報を含む）は自動的に消去されます。（ただし、メッ
セージは送受信後１年経過すると自動消去されます。）

詳細は、「ハローワークインターネットサービスにおける求人者マイページおよび求職者マイページの利用規約」および
「プライバシーポリシー」をお読みください（ハローワークインターネットサービスからご確認いただけます）。

マイページの操作方法は、「求人者マイページ利用者マニュアル」（ハローワークインターネットサービスに掲載）をご覧くだ
さい。ヘルプデスク（電話：０５７０－０７７４５０）でも操作方法をご案内しております。

応募者の紹介状を確認したり、
選考結果を登録（ハローワーク
へ連絡）できます。（求人が有
効中の場合に利用できます。）

求人者マイページホーム画面（イメージ）

求人の変更や募
集停止などを申
し込めます。

求人情報の内
容（詳細）を
確認できます。

求職情報を検索で
きます。（求人が
有効中の場合に利
用できます。）

介護福祉士

フルタイム

東京都千代田区

正社員

地方自治体、民間人材ビジネス共に可

事業所名等を含む求人情報を公開する

有効

求職情報検索応募者管理へ進む

１名

２件 ２名

１件 ４名

１件 １名

株式会社 ハローワークケア

管轄安定所名：○○公共職業安定所

新着メッセージ：２件

求人申込み（新規申込みや
過去に申し込んだ求人デー
タを活用した申込み）がで
きます。

転勤なし経験不問 書類選考なし 駅近（徒歩10分以内） マイカー通勤可 ＵＩＪターン歓迎

トライアル雇用併用

ホーム画面では、以
下の項目などを確認
できます。
・有効中の求人
・申込み中の求人
・無効になった求人

事業所情報を確認・変更
できます。

求人票を表示
できます。

詳細を表示 求人情報を編集求人票を表示

事業所情報設定メッセージホーム（求人／応募管理）

新規求人情報を登録

有効中の求人を全て表示

イベント情報検索



事業主の皆さまへ

職業安定法施行規則の改正により、2024（令和６）年４月１日以降、ハローワーク
に求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①～③の明示をお願いします。

① 従 事 す べ き 業 務 の 変 更 の 範 囲 ※

② 就 業 場 所 の 変 更 の 範 囲 ※

※「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、
締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。

・採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲：
変更なし」と明示してください。

・将来の配置転換など、雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場
合には、同欄に変更後の業務を明示してください。

採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合は、
転勤の可能性を「１．あり」とした上で、転勤範囲を明示してください。

介護員

グループホーム（２ユニット：１８人定員）にて、ご利用者様に対する生活全般の介護サービスを提供いた
だきます。
〈主な業務〉
・移動、食事、入浴（２人体制）、排泄など日常生活の介助
・介護記録作成 ・誕生日会などレクリエーション開催
・買い物代行や、食材の買い出し ・機能訓練 など
※社用車（普通車１ＢＯＸ：ＡＴ車）の運転をお願いすることがあります
変更範囲：会計・経理事務、障害者福祉施設指導員

○○○ ○○○○

１０

２２ １２ １４

✓

A事業所、B事業所

○○県△△市□□町３番地

○○線 □□

✓

✓

求人票に明示する労働条件が
新た に 3点追加されるのでご留意ください



③ 有 期 労 働 契 約 を 更 新 す る 場 合 の 基 準

Ａ 今回の明示事項について、指定された欄に書き切れない場合は、求人申込書
の「求人に関する特記事項」欄に記載してください。

・雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了時点で契約更新をする可能性
がある場合は「契約更新の可能性」欄を「１．あり」に○を付けてください。

・更新継続が期待される場合は「原則更新」、更新の可能性はあるもののそれが確
実ではない場合は「条件付きで更新あり」に○を付けてください。

会社が定める能力評価により判断（通算契約期間上限４年／
更新回数上限３回）

１ ０

・都道府県労働局・ハローワーク
LL060115首01

■原則更新の場合は以下のように明示してください。
有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合
「求人に関する特記事項」欄に「更新上限：有（通算契約期間○年／更新回数○回）」
※更新上限がない場合に、その旨を明示する必要はありません。

■条件付きで更新ありの場合は以下のように明示してください。
・「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載
・有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合、同欄に記載
※更新上限がない場合に、その旨を明示する必要はありません。

※通算契約 期 間 ま た は 更 新 回 数 の 上 限 を 含 み ま す 。

このリーフレットの内容や具体的な求人票の記載方法については、お近くのハロー
ワークまでお問い合わせください。

Ｑ 就業場所・業務に限定がない場合、どのように記載すればよいですか？

Ａ 就業場所・業務に限定がない場合は、「会社の定める○○」と記載するほか、変更の範囲
を一覧表として別途求職者に手交することも考えられますが、求職者とのトラブル防止のた
め、できる限り就業場所・業務の範囲を明確にするのが望ましいです。

Ｑ 今回の明示事項について、記載欄に書き切れない場合は、どうすればよいですか？



厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

求人企業の皆さまへ

2020年（令和２年）３月30日から、改正職業安定法の一部や関連する政令・

省令・指針が施行され、ハローワークは、一定の労働関係法令違反のある求人者

からの求人の申し込みなどを受理しないことが可能となっております。

このリーフレットでは、求人企業の皆さまが、ハローワークに求人を申し込む

際に留意していただきたい点をお知らせします。

※ 違反した場合に求人不受理となる規定が追加になります（施行日：令和４年10月１日）。

ハローワークは、原則として、全ての求人の申し込みを受理しなければならないとされて

います。ただし、以下のいずれかの要件に該当する場合には、求人の申し込みを受理しない

ことができます。

○ ハローワークは、求人の申し込みが上記の要件に該当するか否か、求人者に対して報告を

求めることができるとされており、職業安定法では、求人者は、ハローワークからその求め

があったときは、正当な理由がない限り、応じなければならないとされています。

① 内容が法令に違反する求人

② 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人

③ 一定の労働関係法令違反のある求人者による求人

④ 求人者が労働条件を明示しない求人

⑤ 暴力団員など（※）による求人
（※）暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員がその事業活動を支配する者

⑥ 正当な理由なく、ハローワークからの報告の求めに応じなかった求人者による求人

【参考：職業安定法】

第五条の六 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。

一～六 （上記①～⑥のとおりであるため省略）

２ 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必

要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

３ 求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

○ 正当な理由なく、ハローワークからの報告の求めに応じなかった場合は、求人

の申し込みが受理されないことになりますので、報告にご協力ください。

○ また、報告の際に、事実に相違する報告をした場合には、都道府県労働局によ

る勧告や公表などの対象となる可能性があるので、正しい内容の報告をお願いし

ます。

改正職業安定法（求人不受理）について
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法律 対象条項

労働基準法

＜男女同一賃金＞第４条、＜強制労働の禁止＞第５条、＜労働条件明示＞第15条第１項及び

第３項、＜賃金＞第24条、第37条第１項及び第４項、＜労働時間＞第32条、第36条第６

項（第２号及び第３号に係る部分に限る）、第141条第３項、＜休日・休暇等＞第34条、

第35条第１項、第39条第１項、第２項、第５項、第７項及び第９項、＜年少者関係＞第56

条第１項、第61条第１項、第62条第１項及び第２項、第63条、＜妊産婦関係＞第64条の

２（第１号に係る部分に限る）、第64条の３第１項、第65条、第66条、第67条第２項

（※）労働者派遣法第44条（第４項を除く）の規定により適用する場合を含む。

職業安定法

＜労働条件等の明示＞第５条の３第１項（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）、第２

項及び第３項、第５条の４第１項（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）及び第２項

（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）、＜求職者等の個人情報の取扱い＞第５条の５

（労働者の募集を行う者に限る）、＜求人の申込み時の報告＞第５条の６第３項、＜委託募

集＞第36条、＜労働者募集に係る報酬受領・供与の禁止＞第39条（労働者の募集を行う者

に係る部分に限る）、第40条、＜労働争議への不介入＞第42条の２において読み替えて準

用する法第20条（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）、＜秘密を守る義務＞第51条

（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）

最低賃金法 第４条第１項

労働施策総
合推進法

第30条の２第１項及び第２項（第30条の５第２項及び第30条の６第２項において準用する
場合を含む）
（※）第30条の２第１項の規定を労働者派遣法第47条の４の規定により適用する場合を含む。

男女雇用機
会均等法

第５条から第７条、第９条第１項から第３項、第11条第１項及び第２項（第11条の３第２

項、第17条第２項及び第18条第２項において準用する場合を含む）、第11条の３第１項、

第12条及び第13条第１項

（※）労働者派遣法第47条の２の規定により適用する場合を含む。

育児・介護
休業法

第６条第１項、第９条の３第１項、第10条、第12条第１項、第16条（第16条の４及び第
16条の７において準用する場合を含む）、第16条の３第１項、第16条の６第１項、第16
条の８第１項（第16条の９第１項において準用する場合を含む）、第16条の10、第17条
第１項（第18条第１項において準用する場合を含む）、第18条の２、第19条第１項（第
20条第１項において準用する場合を含む）、第20条の２、第21条第2項、第23条第１項か
ら第３項まで、第23条の２、第25条第１項及び第２項（第52条の４第２項及び第52条の
５第２項において準用する場合を含む）及び第26条
（※）労働者派遣法第47条の３の規定により適用する場合を含む。

違反した場合に求人の申込みが受理されないこととなる法律の規定

対象となる主なケース 基本となる不受理期間

労働基準法及び
最低賃金法に関する規定

１年間に２回以上、同一の対象条項違
反により是正指導を受けた場合

法違反の是正後６か月経過する
まで

対象条項違反により送検され、公表さ
れた場合

送検された日から１年経過する
まで

職業安定法、労働施策総
合推進法、男女雇用機会
均等法及び育児・介護休
業法に関する規定

対象条項に違反し、法違反の是正を求
める勧告に従わず、公表された場合

法違反の是正後６か月経過する
まで

以下に該当する場合には、求人の申込みが受理されません



若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小
企業（常時雇用する労働者が300人以下の事業主）を、若者雇用促進法に
基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定しています。

認定した企業の情報発信を後押しすることなどで、企業が求める人材の
円滑な採用を支援し、求職中の若者とのマッチング向上を図ります。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

若者の採用・育成に積極的で
 雇用管理の優良な中小企業を応援します！

若者の採用・育成に積極的な中小企業の皆さまへ

Ａ

１
ハローワークなどで
 重点的ＰＲを実施

「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で  
認定企業を積極的にＰＲすることで、若者からの応募増が期待できます。
また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業などに
関するポータルサイト「若者雇用促進総合サイト」などにも認定企業として
企業情報を掲載しますので、貴社の魅力を広くアピールすることができます。

2
認定企業限定の就職面接会 
などへの参加が可能

各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて
積極的にご案内しますので、正社員就職を希望する若者などの求職者
と接する機会が増え、より適した人材の採用を期待できます。

3
自社の商品、広告などに
 認定マークの使用が可能
 

認定企業は、ユースエール認定マーク（右）を、商品や広告
などに付けることができます。認定マークを使用することに
より、ユースエール認定を受けた優良企業であるということ
を対外的にアピールすることができます。

４
日本政策金融公庫による
融資制度

株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業）において実施している「働き方
改革推進支援資金」を利用する際、基準利率から－0.65％での融資を受ける
ことができます。

※ 基準利率は、貸付期間、担保の有無などに応じて異なります。
 詳細は以下のＵＲＬをご覧ください。

 https://www.jfc.go.jp/n/rate/base.html
※ 働き方改革推進支援資金の詳細は、以下のＵＲＬをご覧ください。

 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata.html

５ 公共調達における加点評価

公共調達のうち、価格以外の要素を評価する調達（総合評価落札方式・企画
競争方式）を行う場合は、契約内容に応じて、ユースエール認定企業を加点
評価するよう、国が定める「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の
活用に関する取組指針」において示されています。

※ 加点評価の詳細は、公共調達を行う行政機関によって定められています。

６
一部地方公共団体における
優遇措置

一部の地方公共団体が行う事業（補助金、奨励金、融資制度等）において、
ユースエール認定企業への優遇措置が設けられている場合があります。
詳細は、以下のURLをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001575678.pdf

LL070328開若07

ユースエール認定企業になると、以下の支援を受けることができるようになり、
企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待されます。

Ｑ「ユースエール認定企業」として認定を受けると、どんなメリットがありますか？

ご存じですか？

｢ユースエール認定制度｣

＜認定マーク＞

1

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001575678.pdf


１ 学卒求人※１など、若者対象の正社員※２の求人申込みまたは募集を行っていること

２ 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること

３
右の要件をすべて
満たしていること

・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること

・直近３事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20％以下※３

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労
働60時間以上の正社員が１人もいないこと

・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70％以上又は年間
取得日数が平均10日以上※４

・直近３事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が１人以上又は女性労働者の育児休業等
取得率が75％以上※５

４
右の青少年雇用情報
について公表してい
ること

・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数

・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検
定等の制度の有無とその内容

・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者
数・取得者数（男女別）、役員・管理職の女性割合

５ 過去３年間に認定企業の取消を受けていないこと

６ 過去３年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと※６

７ 過去３年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと

８ 過去１年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと※７

９ 暴力団関係事業主でないこと

10 風俗営業等関係事業主でないこと

11 各種助成金の不支給措置を受けていないこと

12 重大な労働関係等法令違反を行っていないこと

【 認定基準 】

認定企業となるためには、各都道府県労働局へ申請が必要です。上記の認定基準を満たし
ていることを確認した後、各都道府県労働局から認定通知書を交付します。

※申請書などの提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。また、認定基準を満たしてい
るかどうかを確認するための書類をご提出いただきます。詳細は、各都道府県労働局へお問い合わせください。

Ａ

Ｑ 認定企業になるには、どうすればよいですか？

※１  少なくとも卒業後３年以内の既卒者が応募可であることが必要です。

※２ 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者（役員を除く）に比べて高い責任を負いな
がら業務に従事する労働者をいい、派遣契約で業務に従事する者は除きます。

※３ 直近３事業年度の採用者数が３人または４人の場合は、離職者数が１人以下であれば、可とします。

※４ 有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という３つの条件を満た
す休暇について、労働者１人あたり５日を上限として加算することができます。

※５ 男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」
(子育てサポート企業として厚生労働省が定める一定の基準を満たした企業。プラチナくるみん、トライくるみん、プラス
を含みます。)を取得している企業については、認定を受けた年度を含む３年度間はこの要件を不問とします。

※６ ３、４の基準を満たさずに辞退した場合、再度基準を満たせば辞退の日から３年以内であっても再申請が可能です。

※７ 離職理由に虚偽があることが判明した場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)は取り消します。

2

本リーフレットの内容について詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。
（融資制度の詳細は、株式会社日本政策金融公庫へお問い合わせください）

電子申請も利用できます！

ユースエールの認定申請は、持参又は郵送によるほか、e-Govポータルサイトから、
電子申請の利用が可能です。ぜひご利用ください。（https://shinsei.e-gov.go.jp/）



若者の募集・採用等に関する指針
ご対応いただきたい５つのポイントを紹介します

若者雇用促進法に基づく指針とは

青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、

職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針

• 「青少年の雇用の促進等に関する法律」（若者雇用促進法）に基づき、

若者を募集・採用等する事業主などが講ずべき措置をまとめた指針です。

• 男女雇用機会均等法等の改正（令和８年10月１日施行）に伴い、ハラスメ

ント対策の強化について、事業主などが講ずべき措置を新たに定めていま

す。

◼ 青少年が適切に職業選択を行い、安定的に働くことができるように、労働条件などの明示などに関す

る事項を遵守すること。

◼ 広告等により提供する青少年の募集に関する情報等は、青少年に誤解を生じさせるような表示としない

こと。また、当該情報を正確かつ最新の内容に保つこと。

◼ 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽または誇大な内容としないこと。

◼ 固定残業代を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法などを明示すること。

◼ 職業安定法に基づく職業紹介事業者等指針※第５を踏まえ、求職者等の個人情報を適切に取り扱うこと。

新規学卒者などを募集する事業主の皆さまへ

◼ 労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相

当であると認められない採用内定取消しは無効とされることに十分に留意し、採用内定取

消しを防止するため、最大限の経営努力などを行うこと。やむを得ない事情により採用内

定取消しなどを行う場合には、就職先の確保について最大限の努力を行うこと。

※ 職業安定法施行規則第35条第2項では、採用内定取消しなどを行おうとする事業主は、所定の様式に

より、あらかじめ、公共職業安定所等に通知することとなっています。

◼ 採用内定または採用内々定と引き替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう

強要することなどの職業選択の自由を妨げる行為などは、青少年に対する公平・公正な就

職機会の提供の観点から行わないこと。

◼ 労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定者に対して、自由な意思決定を妨げ

るような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから行わないこと。

固定残業代の詳細

指針の全体版も
ご覧ください

労働関係法令の留意点

１ 募集にあたっての労働条件の明示などの対応が必要です

２ 内定取消しは無効になることもあります

※ 「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募

集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けよ

うとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」



◼ 既卒者が卒業後少なくとも３年間は「新卒枠」に応募できるようにすることや、できる限

り上限年齢を設けないように努めること。

◼ 通年採用や秋季採用の導入等の個々の事情に配慮した柔軟な対応を積極的に検討するよう

努めること。

LL需

◼ ホームページでの公表などで、青少年雇用情報の全ての項目について情報提供することが望

ましいこと。

厚生労働省・都道府県労働局

青少年雇用情報とは

若者雇用促進法により、事業主は、応募者などに対して、平均勤続年数や研

修の有無と内容といった就労実態等の職場情報を提供する仕組みがあります。

職場情報は、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、

(ⅰ) 幅広い情報提供を努力義務

(ⅱ) 応募者等から求めがあった場合は、以下の３類型（ア～ウ）ごとに

１つ以上の情報提供を義務

としています。

(ア) 募集・採用に関する状況

(イ) 職業能力の開発・向上に関する状況

(ウ) 企業における雇用管理に関する状況

◼ 雇用する労働者が就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等に対する言動につ

いて、必要な注意を払うよう配慮するように努めることが望ましいこと。

特に就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント等は、正式な採用活

動のみならず、OB・OG訪問等の場でも問題化しています。

企業としての責任を自覚し、OB・OG訪問等の際も含めて、セクシュアルハラ

スメント等は行ってはならないものであり厳正な対応を行う旨などを、研修など

を実施し社員に対して周知徹底すること、OB・OG訪問等を含めて学生と接する

際のルールをあらかじめ定めること等により、未然の防止に努めましょう。

青少年雇用情報の詳細

通年採用・秋季採用の詳細既卒者の応募の詳細

都道府県労働局 ハローワーク

３ 就活生などに対するハラスメントにも注意してください

ハラスメントの詳細

４ 「青少年雇用情報」の情報提供が必要です

５ 卒業後３年以内の者も「新卒枠」での応募受付ができるよう努めてください

LL080226開若01

新規!!◼ 求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のため、雇用管理上の措置を講ずること。

また、男女雇用機会均等法に基づく求職活動等セクハラ防止指針※ ５及び６を踏まえ、必要に

応じて適切な対応を行うように努めることが望ましいこと。（令和８年10月１日適用）
※ 「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」

求職活動等セクハラ防止指針は
こちらからご確認ください。



ハローワークにおいて新規学校卒業者等に関する職業紹介サービスを利用する際は、
以下の事項にご留意ください。

ハローワークの新規学校卒業者等に関する

職業紹介サービスのご利用に当たって

 ハローワークへの学卒求人の申込みは、定められた期日から可能です。

 事業所登録と求人申込みは、原則事業所の所在地を管轄するハローワークで行ってください。

 ハローワークでは、原則としてすべての求人を受理しますが、法令違反がある場合などには受理

できないことがあります。

 ハローワークは、申込み内容を確認する過程で、追加資料の提出、事業主の来所等を依頼するこ
とがありますので、ご対応ください。これらへの対応がなく、必要な確認がとれない場合、手続

きが完了できず、事業所登録または求人登録ができないことがあります。

 事業所情報と求人の内容は、最新かつ正確な内容となるようにご注意ください。

 ハローワークの事業所登録と求人申込みの必要項目を記載すると、職業安定法に定める明示すべ
き労働条件の明示を行ったことになります。また、青少年雇用情報も記載をお願いいたします。

 その他の記載上の注意事項や記載方法はハローワークが配布しているリーフレット等を参照して

ください。

事業主の皆さま

全体版はこちらから→

１ 事業所登録・求人申込み

※ハローワークインターネットサービスなどの個別のサービスについて、別途利用規約等への同意が

必要である場合もありますので、各サービスの利用に際しては、個別に確認をお願いします。

 募集中の求人の応募・採用条件を狭めるような変更は、既に紹介されている新規学校卒業者等に

とって不利益変更となる場合があるため、変更の必要性等についてハローワークより確認させて
いただく場合があります。

 紹介済みの新規学校卒業者等には、変更前の応募・採用条件による対応をご検討ください。

 学卒求人の募集の取消しや、募集人員の削減を行う場合は、所定の様式によりハローワーク及び
高等学校等に求人票を送付している場合は当該学校に事前に通知してください。

 ハローワークの紹介に限らず、求人が充足した場合や、募集を取りやめる場合は、必ず、速やか

にハローワークに求人の取消しの連絡をしてください。

２ 求人の変更・取消し等

 ハローワークでは、新規学校卒業者等に対してその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対し

ては、その雇用条件に適合する新規学校卒業者等を紹介します。
社会経験が少ない新規学校卒業者等にも伝わるよう、分かりやすい記載をお願いします。

 職業紹介は、紹介を希望する新規学校卒業者等が利用するハローワークが行います。そのため、

求人事業所を管轄するハローワーク以外から連絡がある場合があります。なお、高卒求人の場合
は、主に学校において生徒の就職指導等と併せて職業紹介が行われています。

 ハローワークでは、職業紹介を行うことに同意いただいた場合に紹介を行いますが、求人事業所

の休日など、事前に連絡がつかない場合に、先に紹介を行うなどの対応をすることがあります。

３ 職 業 紹 介



 ハローワークでは、政府の行う無料の職業紹介事業として提供するサービスの円滑な運営その他

厚生労働省職業安定局と人材開発統括官、都道府県労働局とハローワークが行う業務の遂行に必
要な範囲で、利用者の情報を収集し、保管、使用します。

 具体的な収集する情報の範囲、使用目的と使用する範囲、

使用と提供の制限、安全確保の措置、適用範囲等は
別途「プライバシーポリシー」を参照してください。

LL需厚生労働省・都道府県労働局

都道府県労働局 ハローワーク

４ 採用選考に当たっての注意事項

５ 採用内定取消し及び入職時期繰下げ

プライバシーポリシー

６ 個人情報等の取扱い

 一部を除き、ハローワークインターネットサービス上の情報は、一定の要件の下で転載を可能

としており、民間の求人情報サイト等で二次利用される可能性があります。募集条件が現状と
異なる、または既に無効となった求人が引き続き掲載され続けるといった問題が生じた場合に

は、求人事業者は、職業安定法の規定により、当事者としてこれらの求人情報を掲載している

事業者に対して、掲載の中止等を求めることができます。

 新規中学校・高等学校卒業者について、家庭訪問による求人活動、保護者その他関係者に対す

る金品または利便の供与、求人票記載事項と矛盾する記載や誇大な表現、学校の事前の了解の

ない学校訪問は行わないでください。

 求職者ではない企業等から営業活動の対象とされる可能性があります。特に、無料で求人を公
開するとした事業者からの営業に応じたために、後日、多額の広告料金を請求されるといった

悪質な事例も報告されていますので、十分ご注意ください。

７ その他の留意事項

 新規中学校・高等学校卒業予定者の就職にかかる推薦・選考の開始期日等は、毎年関係機関にお

いて申し合わせていますので、この期日等を遵守してください。

 新規大学等卒業予定者の採用活動の日程については、政府からの要請を遵守してください。

 職務遂行上必要な適性・能力に基づいて採用選考を行うことが必要です。

 求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じることが必要です。

 採否結果後、応募書類を求人票に定めた方法で適切に返却または廃棄・削除してください。

 採否結果は、採否等を決定後、速やかに応募者、ハローワーク及び高等学校等の学校からの応募

の場合は高等学校等に対してご連絡ください。

 使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を、書面等の
交付により明示しなければなりません。

 就職活動終了を強要することや、性的な言動等のハラスメント行為が起こらないようにしてくだ

さい。

 採用内定取消し及び事業主都合の一方的な入職時期繰下げは、本人及びその家族に打撃を与える

だけでなく、合理的な理由が認められない採用内定取消しは無効になることもあります。

 採用内定取消しを防止するためのあらゆる手段を講じるようお願いします。やむを得ず採用内定

取消し等を行う場合は、ハローワーク及び学校に事前に連絡する必要があります。

 新規学校卒業者等の採用内定取消し等を行った場合、事業所名が公表されることがあります。

LL041001首03



新規学校卒業者を採用する際は
労働関係法令の規定などを確認してください
新規学校卒業者の就職は、学校生活から新たに職業生活に入る人生の大きな転機となる

ものです。しかし、新規学校卒業者は、職業や職場に関する知識や経験に乏しく、適切な

職業選択と円滑な就職を行うためには、関係者の助言や援助を必要とします。

このリーフレットは、「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特

定地方公共団体、職業紹介事業者等その他関係者が適切に対処するための指針」（平成27

年厚生労働省告示第406号）をもとに、新規学校卒業者の採用に当たり確認いただきたい

事項をまとめたものです。

事業主の皆さまには、新規学校卒業者を採用する際、このリーフレットや関係法令など

を参考に、適正な募集・採用に努めていただくようお願いいたします。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

事業主の皆さまへ

１．募集・労働契約締結に当たって遵守すべき事項など

（裏面に続く）

時間外労働について固定残業代制を採用している場合の記載例

１ 基本給（××円）

２ □□手当（時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給）

３ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

※ 「□□」には、固定残業代に該当する手当の名称を記載してください。また、□□手当に固定残業代以外の

手当を含む場合には、固定残業代分を分けて記載してください。

※ 深夜労働や休日労働について固定残業代制を採用する場合も同様です。

●労働条件を明示してください（職業安定法第５条の３）

●広告等により提供する求人等に関する情報は的確に表示してください（同法第５条の４）

●職業安定法に基づく大臣指針により、以下の点に配慮してください
・募集の段階で、労働条件を変更する可能性があるときは、その旨を併せて明示してく
ださい
・明示した労働条件が変更になったときは、求職者に対して速やかに通知してください

●固定残業代制を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、固
定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労
働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示すること（記載例参照）

募集時

労働契約
締結時
または
締結後

●労働条件を明示してください（労働基準法第15条第１項）

●明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除することができ
ます（同法第15条第２項）

●労働条件の変更には、労使の合意が必要です（労働契約法第８条）

●当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示して下さい

（職業安定法第５条の３第３項）

→なお、学校卒業見込者等については、特に配慮が必要であるため、当初明示した条件を
変更し、削除し、又は当初明示した条件に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する
ことは不適切であるとされています

労働契約
締結前
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新規卒業予定者の募集を行うに当たっては、学校などの卒業者が、卒業後少なくとも三年
間は応募できるようにしてください。また、できる限り年齢の上限を設けないようにし、年
齢の上限を設ける場合には、青少年が広く応募できるよう検討してください。

（１）通年採用や秋季採用の導入などを積極的に検討してください。

（２）国・地方公共団体などの施策を活用しながら、いわゆるUIJターン就職などによる就職
機会の提供に積極的に取り組んでください。

学校やハローワーク等と連携し、インターンシップや職場体験の受入れを行うなどの積極
的な協力をお願いします。なお、インターンシップや職場体験であっても、労働基準法など
の労働関係法令が適用される場合もあるので、ご留意ください。

「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」
（令和４年６月13日文部科学省・厚生労働省・経済産業省）を踏まえて実施してください。

３．学校などの卒業者の取扱い

４．新規卒業予定者に関する採用方法

５．インターンシップ・職場体験の機会の提供

前述のほか、事業主は以下の点についてご留意ください。

・募集・採用計画の立案に当たっては、毎年の募集・採用人数が大きく変動しないよう、入
職後の人材育成など雇用管理面にも配慮しつつ、中長期的な人事計画などに基づいて、必
要な人材だけを採用してください。

・当該年度の具体的な募集・採用計画の立案に当たり、中長期的な人事計画などの下、企業
の人員構成、職場における要員の過不足の状況などを十分見極めた上で、募集・採用人数
を決定してください。

・募集・採用人数の計画決定に当たり、「若干名」、「○○人以内」など不明確な表現、実
際の採用計画を超えた人数の募集などは避け、採用人数を明確にしてください。

（１）採用内定を行う際は、確実な採用の見通しに基づいて、採否の結果を明確に伝えて
ください。

（２）採用の時期や採用条件、採用内定取消事由などは、文書で明示してください。また、
学校などの卒業が採用条件となる場合は、内定時に明示してください。

（３）採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な
理由がなく、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消しは無効となり
ますので、十分にご留意ください。

（４）やむを得ない事情により採用内定の取消しや入職（入社）時期の繰下げを行うとき
は、新規卒業予定者の就職先の確保に最大限努力するとともに、該当者からの補償
などの要求に誠意を持って対応してください。また、所定の様式により、あらかじ
めハローワークに通知してください。

２．採用内定に当たって遵守すべき事項など

６．その他











管轄区域

厚生年金保険・国民年金保険・健康保険

四日市 510-8543 四日市市十七軒町17-23 （059）353-5515
四日市市、桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三
重郡

津 514-8522 津市桜橋3-446-33 （059）228-9112 津市、鈴鹿市、名張市、亀山市、伊賀市

松阪 515-8973 松阪市宮町17-3 （0598）51-5115 松阪市、多気郡

伊勢 516-8522 伊勢市宮後3丁目5-33 （0596）27-3601 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡

尾鷲 519-3692 尾鷲市林町2-23 （0597）22-2340 尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡

監督署名 郵便番号 所在地 電話番号 管轄区域

四日市 510-0064 四日市市新正2丁目5ー23 （059）351-1661
四日市市、桑名市、いなべ市、三重郡、桑名郡、員
弁郡

津 514-0002
津市島崎町327-2
津第二地方合同庁舎1階

（059）227-1286 津市、鈴鹿市、亀山市

松阪 515-0011
松阪市高町493-6
松阪合同庁舎内3階

（0598）51-0015 松阪市、多気郡

伊勢 516-0008 伊勢市船江1丁目12-16 （0596）28-2164 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡

伊賀 518-0836
伊賀市緑ヶ丘本町1507-3
伊賀上野地方合同庁舎1階

（0595）21-0802 伊賀市、名張市

熊野 519-4324 熊野市井戸町672-3 （0597）85-2277 熊野市、尾鷲市、北牟婁群、南牟婁郡

　【労働基準監督署】

年金事務所・労働基準監督署一覧

　【年金事務所】

事務所名 郵便番号 所在地 電話番号（代表）



公共職業安定所名 所在地 電話・FAX 事業所管轄区域

桑名
〒511-0078
桑名市桑栄町1-2
サンファーレ北館１階

　0594（22）5141(31#)
桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、
三重郡のうち朝日町

四日市
〒510-0093
　四日市市本町3-95

　059（353）5566（31#） 四日市市、三重郡（朝日町を除く）

鈴鹿
〒513-8609
　鈴鹿市神戸9-13-3

　059（382）8609（41#） 鈴鹿市、亀山市

津
〒514-8521
　津市島崎町327-1

　059（228）9161(31#) 津市

松阪
〒515-8509
　松阪市高町493-6

　0598（51）0860(31#) 松阪市、多気郡

伊勢
〒516-8543
　伊勢市宮後1-1-35
　MiraISE8階

　0596（27）8609(31#)
伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡（大紀町
錦を除く）

伊賀
〒518-0823
伊賀市四十九町3074-2

　0595（21）3221 伊賀市、名張市

尾鷲
〒519-3612
　尾鷲市林町2-35

　0597（22）0327 尾鷲市、北牟婁郡、度会郡のうち大紀町錦

熊野
〒519-4324
　熊野市井戸町赤坂739-3

　0597（89）5351 熊野市、南牟婁郡

みえ新卒応援
ハローワーク

〒514-0009
　津市羽所町700
　　アスト津3階

TEL　059（229）9591

公共職業安定所（ハローワーク）一覧
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